
第１回 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の

在り方に関する研究会（議事次第） 
 

日時：平成２３年１１月３０日（水） 

    １０：００～１２：００ 

場所：中央合同庁舎第５号館 12階 

専用１４会議室 

 

１． 研究会の開催について 

 

２．これまでの検討経緯等について 

・障害者権利条約について 

・厚生労働省におけるこれまでの検討について 

・障害者制度改革の動きについて 

  

３． 今後の研究会の進め方について 

 

４． 意見交換 

 

５． 閉会 

 
【配付資料】 

資料１：労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究

会開催要綱 

資料２：障害者権利条約について 

資料３：「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応について（中間整理）

（平成２１年７月８日労働・雇用分野における障害者権利条約への対応

の在り方に関する研究会）」と「労働・雇用分野における障害者権利条

約への対応の在り方に関する中間的な取りまとめ（平成２２年４月２７

日労働政策審議会障害者雇用分科会）」 

資料４：障害者制度改革の推進体制 

資料５：障害者制度改革の推進のための基本的な方向について（平成 22 年 6 月

29日閣議決定） 

資料６：障害者制度改革推進会議及び総合福祉部会での議論 

資料７：障害者基本法の一部を改正する法律（平成 23年法律第 90号）（妙） 

資料８：今後のスケジュール（案） 

【参考資料】 

 参考１：審議会等の公開について 

 参考２：（仮訳文）障害者の権利に関する条約 

 参考３：最近の障害者雇用の現状と課題 



労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の 

在り方に関する研究会開催要綱 

 

１．趣旨 

障害者権利条約に関し、労働・雇用分野において条約締結に向けた検討を進め

るため、平成 20 年 4 月「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在

り方に関する研究会」を開催し、計 11 回検討を行い、平成 21 年 7月に中間整理

をとりまとめている。その後、これを受け、障害者雇用分科会において、平成 21

年 10月から計７回の検討を行い、平成 22 年 4月に「労働・雇用分野における障

害者権利条約への対応の在り方に関する中間的な取りまとめ」として、主な議論

の状況を中間的に取りまとめている。 

一方、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」（平成 22 年 6

月閣議決定）においては、労働・雇用分野における障害を理由とする差別の禁止、

職場における合理的配慮の提供を確保するための措置等の具体的方策について

検討を行い、平成 24 年度内を目途にその結論を得ることとされており、これま

での議論も踏まえつつ、障害者雇用分科会の「中間的な取りまとめ」からさらに

検討を進めるため「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に

関する研究会」（以下「研究会」という。）を開催する。 

 

２．主な検討事項 

（１）差別禁止等枠組みの対象範囲について 

（２）合理的配慮の内容及びその提供のための仕組みについて 

（３）合理的配慮を行う事業主の負担に対する助成の在り方について 

（４）その他 

 

３．研究会の運営 

（１）研究会は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長が、学識経験者

の参集を求め、開催する。 

（２）研究会の座長は、参集者の互選により選出する。 

（３）座長が、必要があると認めるときは、関係者の参加を求めることができる。 

（４）研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用

対策課において行う。 

 

４．参集者 

 別紙のとおり 

 

５.開催時期 

 平成 23年 11月～ 

資料１ 



（別紙） 

 

労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する

研究会参集者 

 

石井 妙子  弁護士 

岩村 正彦  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 大胡田 誠  弁護士 

北野 誠一  ＮＰＯ法人おおさか地域生活支援ネットワーク理事長 

駒村 康平  慶應義塾大学経済学部教授 

杉山 豊治  日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局長 

武石 恵美子 法政大学キャリアデザイン学部教授 

田中 正博  社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会常務理事 

野澤 和弘  毎日新聞論説委員 

森  祐司  社会福祉法人日本身体障害者団体連合会常務理事・事務局長 

山岡  修  一般社団法人日本発達障害ネットワーク副理事長 

 

（五十音順、敬称略） 
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障害者権利条約について 

 

１ 条約の概要 

○ 障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な

国際条約であり、 

① 一般的義務として、障害を理由とするいかなる差別（合理的配

慮の否定を含む。）もなしに、すべての障害者のあらゆる人権・基

本的自由を完全に実現することを確保・促進すべきことを定め、  

② 身体の自由、拷問禁止等の“自由権的権利”及び教育、労働等

の“社会権的権利”について、締約国が取るべき措置を定め、  

③ 条約の実施を促進・保護・監視するための枠組みを維持、強化、

指定又は設置すること等を定めている。 

 

○ 雇用分野については、公共・民間部門での雇用促進等のほか、 

① あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募集、採用及び雇用

の条件、雇用の継続、昇進並びに安全・健康的な作業条件を含む。）

に関する差別の禁止（１(a)）、 

② 公正・良好な労働条件、安全・健康的な作業条件及び苦情に対

する救済についての権利保護（１(b)） 

③ 職場において合理的配慮が提供されることの確保（１(i)） 

等のための適当な措置をとることにより障害者の権利の実現を保

障・促進することとされている。 

 

○ 雇用分野を含め、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、締

結国は、その完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利

用可能な手段を最大限に用いること等により、措置をとることとさ

れており、必ずしも条約で規定されたとおりの措置を即時に講ずる

ことまで義務付けているものではないが、国内法制の整備の可否又

は是非について整理した上で、現時点で対応可能な事項については

速やかに法的整備を図る必要がある。 

 

 

 

資料２ 
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＜今後の障害者雇用施策の充実強化について─障害者の雇用機会の拡大に向けて─

（平成 19年 12月 19日労働政策審議会意見書）（抄）＞ 

 

（６）障害者権利条約の締結に向けた検討 

 本年９月２８日に、「障害者の権利に関する条約」について我が国は署名した

ところであり、今後、条約の締結に向けて、国内法制の整備等が求められている。 

 この条約は、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な

国際条約であり、障害者の自立、非差別、社会への参加等の一般原則のほか、教

育、労働等様々な分野において、障害者の権利を保護・促進する規定を設けてい

る。 

 雇用・労働分野については、公共・民間部門での障害者雇用の促進等のほか、 

① あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募集、採用及び雇用の条件、雇

用の継続、昇進並びに安全・健康的な作業条件を含む。）に関する差別の禁

止、 

② 職場において合理的配慮が提供されることの確保 

等のための適当な措置をとることにより障害者の権利の実現を保障・促進するこ

ととされている。 

これらについて、障害者雇用促進法制においてどのような措置を講ずべきか

については、特に、②の職場における合理的配慮の提供というこれまで我が国

にはない概念が盛り込まれており、十分な議論が必要であることから、労使、

障害者団体等を含めて、考え方の整理を早急に開始し、必要な環境整備などを

図っていくことが適当である。 
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＜障害者の権利に関する条約仮訳（抜粋）＞ 

 

第１条 目的 

この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享

有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進するこ

とを目的とする。 

障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、

様々な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加すること

を妨げられることのあるものを含む。 

 

第２条 定義 

「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であ

って、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の

者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、

又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形

態の差別（合理的配慮の否定を含む。）を含む。 

「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、

又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合

において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの

をいう。 

 

第４条 一般的義務 

１ 締約国は、障害を理由とするいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人

権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。こ

のため、締約国は、次のことを約束する。  

  (a)～(j) （略） 

２ 締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実現

を漸進的に達成するめ、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、

また、必要な場合には国際協力の枠内で、措置をとることを約束する。ただし、この

条約に定める義務であって、国際法に従って直ちに適用されるものに影響を及ぼすも

のではない。 
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第５条 平等及び差別されないこと 

１．締約国は、すべての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいか

なる差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認め

る。 

２．締約国は、障害を理由とするあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由によ

る差別に対しても平等のかつ効果的な法的保護を障害者に保障する。 

３．締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提

供されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 

４．障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条

約に規定する差別と解してはならない。 

 

第２７条 労働及び雇用 

１ 締約国は、障害者が他の者と平等に労働についての権利を有することを認める。こ

の権利には、障害者に対して開放され、障害者を受け入れ、及び障害者にとって利用

可能な労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働に

よって生計を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次のことのための適当

な措置（立法によるものを含む。）をとることにより、労働についての障害者（雇用

の過程で障害を有することとなった者を含む。）の権利が実現されることを保障し、

及び促進する。 

(a) あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用の

継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。）に関し、障害を理由とす

る差別を禁止すること。 

(b) 他の者と平等に、公正かつ良好な労働条件（例えば、均等な機会及び同一価値

の労働についての同一報酬）、安全かつ健康的な作業条件（例えば、嫌がらせか

らの保護）及び苦情に対する救済についての障害者の権利を保護すること。 

(c) 障害者が他の者と平等に労働組合についての権利を行使することができるこ

とを確保すること。 

(d) 障害者が技術及び職業の指導に関する一般的な計画、職業紹介サービス並びに

職業訓練及び継続的な訓練を効果的に利用することを可能とすること。 

(e) 労働市場において障害者の雇用機会の増大を図り、及びその昇進を促進するこ

と並びに職業を求め、これに就き、これを継続し、及びその職業に復帰する際の

支援を促進すること。 

(f) 自営活動の機会、起業能力、協同組合の発展及び自己の事業の開始を促進する

こと。 
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(g) 公的部門において障害者を雇用すること。 

(h) 適当な政策及び措置（積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含めるこ

とができる。）を通じて、民間部門における障害者の雇用を促進すること。 

(i) 職場において合理的配慮が障害者に提供されることを確保すること。 

(j) 開かれた労働市場において障害者が実務経験を取得することを促進すること。 

(k) 障害者の職業リハビリテーション、職業の保持及び職場復帰計画を促進するこ

と。 

２ 締約国は、障害者が、奴隷の状態又は隷属状態に置かれないこと及び他の者と平等

に強制労働から保護されることを確保する。 

 

第３３条 国内における実施及び監視 

１ 締約国は、自国の制度に従い、この条約の実施に関連する事項を取り扱う一又は二

以上の中央連絡先を政府内に指定する。また、締約国は、異なる部門及び段階におけ

る関連のある活動を容易にするため、政府内における調整のための仕組みの設置又は

指定に十分な考慮を払う。 

２ 締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保護

し、及び監視するための枠組み（適当な場合には、一又は二以上の独立した仕組みを

含む。）を自国内において維持し、強化し、指定し、又は設置する。締約国は、この

ような仕組みを指定し、又は設置する場合には、人権の保護及び促進のための国内機

構の地位及び役割に関する原則を考慮に入れる。 

３ 市民社会（特に、障害者及び障害者を代表する団体）は、監視の過程に十分に関与

し、かつ、参加する。 



  

平成２０年 

 ４月 ２日 第１回研究会 

  論点・検討課題の説明、自由討議 

 ５月２０日 第２回研究会 

  フランス・ドイツの制度に関するヒアリング 

 ６月２７日 第３回研究会 

  ＥＵ・アメリカの制度に関するヒアリング 

 ８月 ７日 第４回研究会 

  障害者関係団体からのヒアリング① 
  （日身連、日盲連、全国精神保健福祉会連合会、 

  ろうあ連盟、全難聴・全国盲ろう者協会） 

 ９月２４日 第５回研究会 

  障害者関係団体からのヒアリング②  
  （育成会、全国精神障害者団体連合会、自閉症協会、日本発達障害者ネットワーク） 

 １１月７日 第６回研究会 

  障害者関係団体からのヒアリング③  
  （ＪＤ、ＤＰＩ日本会議、全国社会就労センター協議会） 

 １１月２６日 第７回研究会 

  障害者関係団体からのヒアリング④  
 （脊髄損傷者連合会、心臓病者友の会、脳外傷友の会、難病・疾病団体協議会） 

 

平成２１年 

 １月１４日 第８回研究会  主な論点ごとの検討① 

 ２月 ４日 第９回研究会  主な論点ごとの検討② 

 ３月 ２日 第１０回研究会 主な論点ごとの検討③ 

 ４月１４日 第１１回研究会 中間整理案 → ７月に中間整理 

１ 労働・雇用分野における障害者権利条約
への対応の在り方に関する研究会 

厚生労働省における障害者権利条約の検討状況① 

研究会参集者 

今井 忠      
 
   
今野 浩一郎   
 
 
岩村 正彦 
 

大久保 常明 
 
 
 
  
川﨑 洋子 
 
 
  
笹川 吉彦 
 
  
田中 恒行 
 
 
 
  
花井 圭子 
 
 
  
松井 亮輔 
 
  
森 祐司 

特定非営利活動法人 

東京都自閉症協会理事      
 
  
学習院大学経済学部経営学科教授   
 
 
東京大学大学院法学政治学研究科教授 
 
 
社会福祉法人 

全日本手をつなぐ育成会常務理事 
 
  
特定非営利活動法人 

全国精神保健福祉連合会理事長 
 
  
社会福祉法人日本盲人会連合会長 
 
  
社団法人日本経済団体連合会 

労政第一本部雇用管理グループ長 
 
  
日本労働組合総連合会 

雇用法制対策局長 
 
  
法政大学現代福祉学部教授 
 
  
社会福祉法人日本身体障害者団体連合会 

常務理事・事務局長 

（五十音順、敬称略） 

資料３ 



２ 労働政策審議会障害者雇用分科会 

平成２１年 

  ７月 ８日 第３８回分科会   

   障害者権利条約をめぐる状況等 

   労働・雇用分野における障害者権利条約への対応 

   について（中間整理の報告） 
 １０月１４日 第３９回分科会 

   基本的枠組み 

   障害を理由とする差別の禁止① 

 １０月２３日 第４０回分科会 

   障害を理由とする差別の禁止② 

    職場における合理的配慮① 

 １１月１１日 第４１回分科会 

   職場における合理的配慮② 

 １２月 ２日 第４２回分科会 

   権利保護（紛争解決手続）の在り方 

 １２月２５日 第４３回分科会 

   職場における合理的配慮③ 

 

平成２２年 

  ３月３０日 第４４回分科会 

    「労働・雇用分野における障害者権利条約への 

    対応の在り方に関する中間的な取りまとめ」（案） 
  ４月２７日 第４５回分科会にて報告 

  厚生労働省における障害者権利条約の検討状況② 

分科会委員 

〈公益代表〉 
 今野 浩一郎 

 岩村 正彦 

 菊池 恵美子 

 佐藤 博樹 

 平木 典子 

 松矢 勝宏 
 
〈労働者代表〉 
 石上 千博 

 高橋 睦子 

 野村 泰弘 

 花井 圭子 

 矢鳴 浩一 
 
〈使用者代表〉 
 飯ヶ谷 清明 

 大島 博 

 斉藤 好 

 新澤 昌英 

 高橋 弘行 
 
〈障害者代表〉 
 川﨑洋子 

 鈴木 孝幸 

 副島 宏克 

 松井 逸朗 

 

学習院大学経済学部経営学科教授 

東京大学大学院法学政治学研究科教授 
帝京平成大学健康ﾒﾃﾞｨｶﾙ学部作業療法学科教授 

東京大学社会科学研究所教授 

東京福祉大学大学院心理学研究科教授 

目白大学人間学部子ども学科教授 
 
 

全日本自治団体労働組合総合政治政策局長 

日本教職員組合中央執行副委員長 

全日本自動車産業労働組合総連合会副会長 
日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局長 

ＵＩゼンセン同盟労働条件局長 
 
 

株式会社日立製作所労政人事部長 

株式会社千疋屋総本店代表取締役社長 

花椿ファクトリー株式会社取締役社長 

福島県中小企業団体中央会会長 
社団法人日本経済団体連合会労働政策本部長 
 

 
特定非営利活動法人全国精神保健福祉会連合会理事長  

社会福祉法人日本盲人会連合情報部長 

社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会理事長 
社会福祉法人日本身体障害者団体連合会理事 

 

 

 

（平成22年4月1日現在／五十音順、敬称略） 



資料３

○　労働・雇用分野において、①障害を理由とする差別の禁止や②職場におけ
る合理的配慮の提供について、実効性を担保するための仕組みも含めて、国内
法制において位置付けることが必要であるとの意見が大勢であった。

○　合理的配慮については、条約の規定上はそれを欠くことは障害を理由とす
る差別に当たることとされている（差別禁止の構成要件としての位置付け）
が、これを実際に確保していくためには、関係者がコンセンサスを得ながら障
害者の社会参加を促すことができるようにするために必要な配慮（社会参加を
促進するための方法・アプローチとしての位置付け）として捉える必要がある
との意見が大勢であった。
　また、このような観点から、障害者が社会参加していく上で合理的配慮がな
されることの重要性や、合理的配慮としてどのような配慮が求められるか等に
ついて理解を深め、これを定着させていくことが重要であるとの意見が大勢で
あった。

○　実効性を担保するための仕組みとしては、差別があったか否か、合理的配
慮が適切に提供されたか否かを、いわゆる準司法的手続（例えば行政委員会に
よる命令）のような形で判定的に行うというよりはむしろ、どのような配慮が
なされることが適当か、何らかの差別が生じていた場合にはどのような措置を
講ずることが適当か等について、第３者が間に入って、あっせんや調停など、
調整的に解決を図ることが適当ではないか、との意見が大勢であった。

○　差別禁止等を法律上位置付けるとした場合の形式としては、労働・雇用分
野における差別を禁止するための法律が必要との意見があった。また、労働・
雇用分野に限らず、分野横断的に１つの差別禁止法を制定すべきとの意見が
あった。さらに、差別を禁止するための法律には、障害を理由とした差別は無
効である等の効果を持たせるべきとの意見があった。

○　差別禁止の枠組みと、現行の障害者雇用率制度との関係については、実際
問題として雇用率制度は障害者の雇用の促進に有効であり、差別禁止の枠組み
と矛盾しない、積極的差別是正措置（ポジティブアクション）に当たるとの意
見が大勢であった。

○　なお、雇用率制度について、ポジティブアクションとして位置付けられる
としても、採用段階で差別禁止がなされるのであれば、将来的にはなくすこと
もあり得るのではないか、との意見があった。これに対して、採用段階での差
別禁止が確保されても、障害者の雇用の促進のためには、雇用率制度が必要で
あるとの意見があった。

   労働・雇用分野における障害を理由とする差別の禁止及び合理的配慮の提
供については、実効性を担保するための仕組みを含めて国内法制に位置づけ
ることが必要であることについて、異論はなかった。また、障害者雇用率制度に
ついて、障害者権利条約（以下「条約」という。）においては積極的差別是正措
置をとるべきだということが盛り込まれており、また、我が国における障害者雇用
率制度は成果を上げてきていることから、引き続き残すべきとの意見が出され、
異論はなかった。

「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応について（中
間整理）（平成21年７月８日労働・雇用分野における障害者権利
条約への対応の在り方に関する研究会）」
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「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に
関する中間的なとりまとめ（平成22年４月27日労働政策審議会障
害者雇用分科会）」



「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応について（中
間整理）（平成21年７月８日労働・雇用分野における障害者権利
条約への対応の在り方に関する研究会）」

「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に
関する中間的なとりまとめ（平成22年４月27日労働政策審議会障
害者雇用分科会）」

○　条約上は「あらゆる雇用」に関する差別禁止を定めており、一般就労と福祉的就労
の垣根をなくすことが条約の方向性ではないか、との意見があった。
　これに対して、現実として、雇用ということで最低賃金の支払い等労働関係法令の適
用を前提とすると、事業そのものができなくなり、福祉的就労の場がなくなってしまうお
それもあるのではないか、との意見があった。

○　差別禁止及び合理的配慮の枠組みの対象となる障害者の範囲については、雇用
率制度の対象となる障害者に限定せず、広範な障害者を対象とすべきであるとの意見
が大勢であった。

○　雇用率制度は積極的差別是正措置として対象を限定するとしても、差別禁止につ
いては条約上全ての障害者を対象としていることを考えれば、対象を特定の障害者に
限定することは適当でないとの意見があった。

○　広範な障害者を対象とする場合、その対象に該当するか否か、手帳等により客観
的に判断することはできないため、どのように対象者を確定するのか検討すべきではな
いかとの意見があった。

○　条約上の障害者の定義には、いわゆる機能障害だけでなく、社会的なバリアや環
境上のバリア等「様々な障壁との相互作用」によって問題が生じている者も含まれること
とされており、①過去に障害があったことにより差別的取扱いを受けている者や、②家
族の中に障害者がいるような者についても、合理的配慮の対象となるのではないかと
の意見があった。

   差別禁止等の対象とする障害者の範囲は、現行の障害者雇用率制度の対象
より広範囲なものとし、障害者雇用促進法第２条に規定する障害者としてはどう
かとの意見が出され、異論はなかった
   また、労働者代表委員から、発達障害者支援法第２条に規定する発達障害
者についても障害の範囲に入れてはどうかとの意見が出された。
 　使用者代表委員から、特定の労働者が障害者に含まれることについての予
見の可能性が担保されるべきであるとの意見が出された。

   労働者代表委員からは、差別禁止等を義務付ける事業主の範囲については
全ての事業主とすべきとの意見が出された。
   これに対し、使用者代表委員からは、とりわけ中小企業事業主については、
職場の就業環境や公的な支援機関の整備状況なども勘案しながら、段階的な
実施も含め、一定の配慮が必要との意見が出された。

○　事業主の範囲については、フランス・ドイツと同様、全ての事業主を対象とすべきと
の意見があった。
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「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応について（中
間整理）（平成21年７月８日労働・雇用分野における障害者権利
条約への対応の在り方に関する研究会）」

「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に
関する中間的なとりまとめ（平成22年４月27日労働政策審議会障
害者雇用分科会）」
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　　「障害を理由とする差別」には、直接的な差別的取扱いのほか、条約上、合理的配
慮の否定がこれに含まれることが明記されている。ここで、「間接差別」や「労働能力に
基づく差異」が差別に当たるのかどうかが問題となる。また、合理的配慮の否定を、どの
ように法制上位置付けるかという論点もある。

○　外見上は中立的でも、職務とは関連がない等合理性のない条件を設定し、実質的
に障害者を差別するような、いわゆる「間接差別」については、条約上明文の規定はな
いが、差別の定義として、「他の者と平等にすべての人権…行使することを害し、又は妨
げる目的又は効果を有するもの」であって「あらゆる形態の差別…を含む」こととされて
おり（第２条）、差別に該当するのではないか、との意見があった。
　また、間接差別については、男女雇用機会均等法改正の際にも議論されたが、何が
間接差別に該当するのかの基準など、実際にはかなり難しい問題があるのではない
か、との意見があった。

○　労働能力を評価した結果として賃金等に差が生ずるといった「労働能力に基づく差
異」については、合理的配慮が提供された上で、労働能力が適切に評価されたものであ
るならば、結果として差が生じても差別には該当しないのではないか、との意見があっ
た。

○　なお、合理的配慮の否定について、我が国の法制上、それ自体を第３の類型の差
別と構成するのか（合理的配慮が提供されないこと自体をもって、実際に差が生じてなく
ても「差別」であると捉えるのか）、直接差別に組み込んで考えるか（実際に差が生じて
いることについて、合理的配慮が提供されていないことに起因している場合には、当該
差は「差別」であると捉えるのか）についても、検討すべきではないか、との意見があっ
た。

　条約においては、雇用に係るすべての事項を対象としており、実際に問題となる主な
事項としては、以下のものがある。

  ①募集・採用、②賃金その他の労働条件、③昇進・配置（人事）その他の処遇、④教
育訓練、⑤雇用の継続・終了（解雇・雇止め等）

○　採用について、事業主に広範な裁量があること、他の応募者がいること等、立証が
難しい、差別があった場合の対応が難しい等の問題はあるが、条約でも明記されてお
り、立証できるものまで除外することは適当ではないので、差別禁止の対象から除外す
べきではないのではないか、との意見があった。

○　採用差別については、裁判所は採用の自由を重視しており、また、企業も採用の制
限に関しては抵抗があると考えられ、例えば採用命令等を設けることなどを考えるので
あれば、難しい問題なのではないか、との意見があった。

全
　
体

   障害を理由とする差別を禁止することについて、異論はなかった。
   また、労働者代表委員及び障害者代表委員から、差別禁止の実効性を担保
するためには、企業での啓発的な活動を合理的配慮の内容に位置付けるべき
ではないかとの意見が出された。

   条約においては、雇用に係るすべての事項を差別禁止対象としており、主な
対象としては、募集・採用の機会、賃金その他の労働条件、昇進・配置その他
の処遇、教育訓練、雇用の継続・終了（解雇・雇止め等）が考えられるとの意見
が出され、異論はなかった。
   また、労働者代表委員から、禁止すべき差別の中に間接差別も含まれるので
はないかとの意見が出された。これに対し、公益委員及び使用者代表委員か
ら、具体的な判断基準を示すのは困難ではないかとの意見が出された。



「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応について（中
間整理）（平成21年７月８日労働・雇用分野における障害者権利
条約への対応の在り方に関する研究会）」

「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に
関する中間的なとりまとめ（平成22年４月27日労働政策審議会障
害者雇用分科会）」

   障害者に対して職場における合理的配慮の提供を事業主に義務付けること
について、異論はなかった。
   また、合理的配慮は個々の労働者の障害や職場の状況に応じて提供される
ものであり、多様かつ個別性が高いものであるので、法律では合理的配慮の概
念を定め、具体的な配慮の内容等については、配慮の視点を類型化しつつ、
指針として定めることが適当であるとの意見が出され、異論はなかった。
   合理的配慮は、障害者の個々の事情と事業主側との相互理解の中で可能な
限り提供されるべき性質のものであり、最初から細部まで固定した内容のものと
することは適切でないとの意見が出され、異論はなかった。

○　合理的配慮については、条約の規定上はそれを欠くことは障害を理由とする差別に
当たることとされている（差別禁止の構成要件としての位置付け）が、これを実際に確保
していくためには、関係者がコンセンサスを得ながら障害者の社会参加を促すことがで
きるようにするために必要な配慮（社会参加を促進するための方法・アプローチとしての
位置付け）として捉える必要があるとの意見が大勢であった。【再掲】

○　「合理的配慮」は、個別の労働者との関係で問題となるので、個別の労働者がどの
ような配慮が必要か主体的に要求する必要があり、行政が企業への指導や助成によっ
て障害者の雇用を拡大してきた手法とは大きく異なることになるとの意見があった。

○　また、具体的にどのような配慮が必要か、自ら説明・要求できない障害者もいるの
で、本人の代わりに第３者が説明してくれるような仕組みが必要ではないか、との意見
があった。

○　「合理的配慮」は、個別の労働者の障害や職場の状況に応じて、使用者側と障害者
側の話し合いにより適切な対応が図られるものであるので、本来的には、企業の十分な
理解の上で自主的に解決されるべきものであるとの意見が大勢であった。

○　障害者を採用する際に企業と本人との間で必要な合理的配慮の内容について一定
の合意をするようにしたり、又は、企業内に使用者・労働者・障害者からなる配慮推進
会議のようなものを設けて定期的に情報共有・意見交換する場を設けてはどうか、との
意見があった。

○　合理的配慮について、労働者本人の要望を受けて、直ちに提供できるようにすべき
ではないか、との意見があった。

○　何が差別であり、どのような合理的配慮が必要であるかを明らかにする必要がある
との意見が大勢であった。また、合理的配慮の内容は、個別の労働者の障害や職場の
状況によって多様であり、また、それに要する費用・負担も異なるので、合理的配慮の
概念は法律で定め、その具体的内容は指針で定めるのがよいのではないか、との意見
が大勢であった。

   労働者代表委員から、障害を理由とする解雇や雇止めなどを無効にすると
いった、私法上の効果を規定すべきとの意見が出された。

３
そ
の
他

全
　
体

第
２
　
障
害
を
理
由
と

す
る
差
別
の
禁
止

１
　
合
理
的
配
慮
の
内
容

第
３
　
職
場
に
お
け
る
合
理
的
配
慮

①
基
本
的
考
え
方



「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応について（中
間整理）（平成21年７月８日労働・雇用分野における障害者権利
条約への対応の在り方に関する研究会）」

「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に
関する中間的なとりまとめ（平成22年４月27日労働政策審議会障
害者雇用分科会）」

○　採用試験の際に、コミュニケーション支援が必要との意見があった。また、採用基準
を緩める必要はないが、長時間の試験は避ける、休憩を間に入れる等、能力を正しく判
定できるような環境を整えることこそが合理的配慮ではないか、との意見があった。

○　通勤時の移動支援や身体介助は、企業の合理的配慮というよりむしろ福祉的サー
ビスとして行うべきではないか、との意見があった。また、労働災害では通勤も対象と
なっており、通勤も職務と連動するものであるので、今後は労働政策として企業に義務
付けたり、助成措置を設けたりすべきではないか、との意見があった。
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（前ページの続き）

○　合理的配慮の内容としては、障害の種類ごとに重点は異なるが、おおまかに言え
ば、①通訳や介助者等の人的支援、②定期的通院や休暇、休憩等の医療面での配
慮、③施設や設備面での配慮が必要であるとの意見が大勢であった。

○　障害の種類ごとに特に必要な配慮としては、以下のようなものが重要ではないか、
との意見があった。
・　視覚障害者、聴覚障害者及び盲ろう者 … 点字、拡大文字、補聴システム等の機器
や通訳者、援助者等による情報保障・コミュニケーション支援
・　内部障害者や難病のある人 … 定期的な通院への配慮や休憩・休暇・疾患管理へ
の配慮、フレックスタイム等の柔軟な勤務体制
・　知的障害者 … 身近に気軽に相談でき、又は苦情を訴えられるような窓口の配置
・　精神障害者 … 対人関係・コミュニケーションが苦手である、疲れやすい等の特性を
踏まえた、グループ就労や短時間労働等による仕事の確保や職場環境の整備、日常
的な相談ができるような窓口
・　発達障害者 …本人に代わって必要な配慮を代弁できるような、身近な支援者（サ
ポーター）の配置・支援
・　中途障害者…勤め続けられるための配置（ポスト・職務）の見直し

   公益委員から、合理的配慮提供の枠組みとしては、例えば、施設・設備の整
備、人的支援、職場のマネージメント及び医療に関する配慮といった枠組みで
考えていくべきではないかとの意見が出された。

   募集・採用の機会（採用の機会におけるコミュニケーション支援等を含む）が
合理的配慮の内容に入るとの意見が出され、異論はなかった。
　 公益委員から、教育訓練についても対象となるのではないかとの意見が出さ
れた。また、使用者代表委員からは、通勤時の移動支援等、労働時間外のもの
を合理的配慮の対象に含めることは適当でないとの意見が出された。

○　このような指針は、個別の企業において障害者が企業に合理的配慮を求めていく
際にも有効であるとの意見があった。

○　「合理的配慮」義務を労働基準法等で位置付けるのは、刑罰法規であってその範囲
を厳格・明確に定める必要があり、却って範囲が縮減されるのではないか、また、制裁
を背景にして合理的配慮を進めるのが適切かという問題があるのではないか、との意
見があった。
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「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応について（中
間整理）（平成21年７月８日労働・雇用分野における障害者権利
条約への対応の在り方に関する研究会）」

「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に
関する中間的なとりまとめ（平成22年４月27日労働政策審議会障
害者雇用分科会）」
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○　障害者が気軽に相談でき、苦情を訴えられる窓口が必要ではないか、現行の障害
者職業生活相談員の機能を見直したり、相談員が選任されない中小企業でも相談・苦
情処理の窓口を整備することが必要ではないか、との意見があった。その際、職場内だ
けでなく生活面での支援も重要であることから、障害者就業・生活支援センター等によ
る支援を充実させ、連携をしていくことが重要ではないか、との意見があった。
　　また、専門家というよりも、「適切な変更・調整」を行える、身近にいる支援者（いわゆ
るナチュラルサポーター）を支援していくことが必要ではないか、との意見があった。

○　過度の負担の基準としては、企業規模、業種、従業員数、環境の特性、地域の文
化・慣習等を参考にして判断すべきではないか、との意見があった。
  また、長期療養者に対する解雇に関する裁判例でも、事業規模を考慮しており、過度
の負担の判断に当たっても、事業規模はある程度考慮せざるを得ないのではないか、
との意見があった。
  さらに、過度の負担の基準として、現行の障害者雇用納付金制度の特別費用の額を
参考とする（合理的配慮を行うための費用が特別費用の額と比べてどの程度かを斟酌
する）ことも考えられるのではないか、との意見があった。

○　どのような場合に「過度の負担」に当たるのか、具体的な指針を定めるべきとの意
見があった。

①
過
度
の
負
担
の
判
断

   事業主にとって配慮の提供が過度の負担となる場合には、事業主が合理的
配慮の提供義務を負わないということについて、異論はなかった。
   過度の負担については、合理的配慮と同様に非常に個別性が強いことから、
企業の事業規模等を総合的に勘案して、個別に判断する必要があり、判断基
準として一律の数値基準を設けることにはなじまないとの意見が出され、異論は
なかった。また、使用者代表委員から、仮に指針において過度な負担の判断基
準を記載するとしても、あくまで一つの参考情報として位置付け、基準に対応し
た事例の集積を待つことが適切であるとの意見が出された。
   使用者代表委員から、過度の負担か否かを判断する要素として、企業規模、
企業がその時々に置かれている財政状況や経営環境全般が考慮されるべきで
あるとの意見が出された。
   障害者代表委員から、企業が新しく障害者を雇う際には、企業が提供可能な
合理的配慮の限界を提示する必要があるとの意見が出された。
   労働者代表委員から、過度の負担に該当するかについては、使用者側がま
ず説明責任を負うべきではないかとの意見が出された。

○　障害者が合理的配慮の提供を求めたことを理由として、解雇、降格等の不利益取
扱いをすることを禁止すべきとの意見があった。   合理的配慮提供の実効性を担保するためには、あまり確定的に権利義務関

係で考えるのではなく、指針等により好事例を示しつつ、当事者間の話合いや
第三者が入ってのアドバイスの中で、必要なものを個別に考えていくことが適切
であるとの意見が出され、異論はなかった。
   労働者代表委員から、合理的配慮を求めた障害者に対する事業主の不利益
取扱を禁止すべきであるとの意見が出された。
   労働者代表委員、使用者代表委員及び障害者代表委員から、障害者に対す
る合理的配慮を行う事業主の負担に対する助成の在り方を検討するべきではな
いかとの意見があった。

   相談体制も含め、合理的配慮が適切に提供されるための仕組みを検討する
必要があるとの意見が出され、異論はなかった。
   また、公益委員及び障害者代表委員から、職場において、具体的にどのよう
な合理的配慮が必要か、障害者本人が十分な意思表示をできない場合は、第
三者が関与できるようにした上で、使用者と障害者が話し合えるようにする必要
があるとの意見が出された。
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「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応について（中
間整理）（平成21年７月８日労働・雇用分野における障害者権利
条約への対応の在り方に関する研究会）」

「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に
関する中間的なとりまとめ（平成22年４月27日労働政策審議会障
害者雇用分科会）」
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○　障害者に対する差別や合理的配慮の否定があり、企業内で解決されない場合に
は、外部機関による紛争解決が必要となるが、訴訟によらなければ解決しないような仕
組みは適切ではなく、簡易迅速に救済や是正が図られる仕組みが必要との意見が大勢
であった。

○　紛争解決手続としては、差別があったか否か、合理的配慮が適切に提供されたか
否かを、いわゆる準司法的手続（例えば行政委員会による命令）のような形で判定的に
行うというよりはむしろ、どのような配慮がなされることが適当か、何らかの差別が生じ
ていた場合にはどのような措置を講ずることが適当か等について、第３者が間に入っ
て、あっせんや調停など、調整的に解決を図ることが適当ではないか、との意見が大勢
であった。【再掲】

○　紛争を処理する委員会を、国・行政から独立した機関・第３者機関として新たに設け
る必要があるとの意見があった。一方、新たな機関ではなく、既にある労働審判や紛争
調整委員会等を、権限の強化（出頭命令等）や体制の強化（当事者の参画）をした上で
活用した方がいいのではないか、との意見があった。

   紛争の早期解決、実効性を考えると、紛争解決手続として、既に存在する紛
争調整委員会を活用した仕組みとすることが妥当であるとの意見が出され、異
論はなかった。
   労働者代表委員から、仮に紛争調整委員会を活用する場合には、出頭命令
を行いうることとした上で出頭命令に応じられない場合に過料を課す等の権限
の付与や、勧告権限、企業名公表等の権限の付与が必要であるとの意見が出
された。また、原告労働者に負担がかからないよう使用者との立証責任の配分
をある程度決めておく必要があるとの意見が出された。
   公益委員及び労働者代表委員から、仮に紛争調整委員会を活用する場合に
は、労使代表、障害者雇用に関する専門家や障害当事者の関与を可能とする
ことが必要であるとの意見が出された。
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○　「合理的配慮」は、個別の労働者の障害や職場の状況に応じて、使用者側と障害者
側の話し合いにより適切な対応が図られるものであるので、本来的には、企業の十分な
理解の上で自主的に解決されるべきものであるとの意見が大勢であった。【再掲】

○　企業の提供する合理的配慮について障害者が不十分と考える場合に、それを直ち
に外部の紛争解決に委ねるのではなく、企業内で、当事者による問題解決を促進する
枠組みが必要との意見が大勢であった。

○　現行の納付金制度に基づく助成金は、合理的配慮として行うこととなるものが対象
となっており、適宜この助成措置を見直すことにより、合理的配慮を実効あるものにして
いくことができるとの意見があった。
   また、フランスのように、納付金制度に基づく助成金を活用して企業による合理的配
慮に必要な経費をカバーするには、現行の納付金制度や法定雇用率（1.8％）では足り
ないのではないかとの意見があった。

○　雇用率制度の対象でない事業主も含めて全事業主を対象とする場合、合理的配慮
に対する財政支援をどのような形で行うかが問題になるとの意見があった。

○　現行の雇用関係の助成金や支援には期限があるが、合理的配慮の前提となる仕
組みとして期限のない制度を確立すべきではないか、との意見もあった。

   企業内における労使の十分な話し合いや相互理解等により、できる限り自主
的に問題が解決されるべきであること、企業内で自主的に解決しない場合は、
外部の第三者機関による解決を図るべきであるが、刑罰法規や準司法的手続
のような判定的な形で行うのではなく、調整的な解決を重視すべきであるとの意
見が出され、異論はなかった。

   労働者代表委員及び障害者代表委員から、公的な助成等を考慮した上で過
度の負担か否かを判断すべきではないかとの意見が出された。
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「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応について（中
間整理）（平成21年７月８日労働・雇用分野における障害者権利
条約への対応の在り方に関する研究会）」

「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に
関する中間的なとりまとめ（平成22年４月27日労働政策審議会障
害者雇用分科会）」
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   障害者雇用率制度については、積極的差別是正措置として存続させるべきであると
の意見が大勢であったが、雇用率制度のあり方について、次のような意見があった。

○　雇用率制度上の障害の定義については、医学的・機能的観点からの障害者等級に
よっており、職業能力に応じた障害等級を創設する必要があるのではないかとの意見
があった。

○　法定雇用率について、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害、知的障害及
び精神障害それぞれの枠を定めるべきではないか、との意見があった。　また、障害種
別で雇用率を設定することは難しいのではないか、との意見があった。
 　さらに、法定雇用率を引き上げるべきではないか、精神障害者を雇用義務の対象と
する（法定雇用率を設定する際の基礎数に加える）べきではないか、就労継続支援事
業等に優先発注した場合に実雇用率に算入できるようにすべきではないか、雇用率達
成を公契約の要件とすべきではないか等の意見もあった。

○　現行の障害者雇用納付金の額について、「特別費用」の額から算出されているが、
最低賃金とリンクさせることが考えられないか、との意見があった。

○　重度障害者に対するダブルカウントについて、差別を感じる障害当事者の立場に
立って廃止の検討をすべきではないか、との意見があった。
 　また、重度障害者の雇用促進のため色々と知恵を絞ってやってきたものであり、難し
い問題ではないか、との意見があった。

○　雇用率制度がポジティブアクションだとしても、それによって、運用上、かえって一般
社員への門戸が狭まったり、一般社員との職場の分離が定着することのないようにす
べきとの意見があった。

○　当事者間の自主的解決が困難な場合に、国の行政委員会等の形でいわゆる準司
法的手続を設けることについては、結局はそこでは解決せず、裁判まで行ってしまい、
解決までに時間がかかってしまうのではないか、との意見があった。また、このような準
司法的手続を設ける場合には、手続や証拠の採否、立証等の厳格さをどこまで求める
べきかについても考える必要があるのではないか、との意見があった。

○　外部機関による紛争解決手続を設ける場合には、労働法の専門家や障害者も入っ
て調整機能を果たすような形がいいのではないか、との意見があった。

○　行政手続で解決されない事案については、労働審判を活用することが考えられると
の意見があった。

○　紛争解決機関とは別に、差別事例やその救済状況等、条約の実施状況を監視し、
又は周知等を行うモニタリング機関についても検討すべきではないか、との意見があっ
た。

（前ページの続き）
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【新たな推進体制の下での検討事項の例】 

・障害者権利条約の実施状況の監視等を行う機関（モニタリング機関） 

・障害を理由とする差別等の禁止に係る制度 

・教育 

・労働・雇用 

・障害福祉サービス（総合福祉部会をH22年４月以後開催）  等 

＊障害者総合福祉法（仮称）の制定に向け、就労分野

について推進会議と総合福祉部会の合同作業チー

ムを５回開催（非公開）。23年６月に報告書をまとめ、

総合福祉部会に提出。 

障がい者制度改革推進本部 

（内閣総理大臣を本部長としすべての   

 国務大臣で構成） 

障がい者制度改革推進会議 

（障害者、障害者の福祉に関する事
業に従事する者、学識経験者等） 

部会（施策分野別） 
必要に応じ、部会を開催。 

・ 総合福祉部会をH22年4月に設置し、18回開催。8月30日

に提言取りまとめ。 

・ 障害者差別禁止法（仮称）の制定に向け、差別禁止部会

をH22年11月に設置。 

●障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始めと

する我が国の障害者に係る制度の集中的な改革を行うた

め、H21年12月8日閣議決定により設置。 

●当面5年間を障害者制度改革の集中期間と位置付け、 

・ 改革推進に関する総合調整 

・ 改革推進の基本的な方針の案の作成及び推進 

・ 「障害」の表記の在り方に関する検討 

等を行う。 

●障害者に係る制度の改革を始め、障害者施策の推進
に関する事項について意見。 

（H22年１月以後開催し、6月7日に第一次意見取りまとめ。
雇用分野については、第4回、第10回に省庁ヒアリングを実
施。その後、12月17日に第二次意見取りまとめ。） 

  障害者制度改革の推進体制 資料４ 



  障がい者制度改革推進会議の開催経緯等 

日程 議題 

第1回 22年1月12日  推進会議の運営について、今後の進め方について 

第2～11回 〃  2月2日～5月17日 第3回及び第4回障害者雇用について、第10回厚生労働省ヒアリング 

第12～14回 〃  5月24日～6月7日 第一次意見の取りまとめ 

第15回～ 〃  6月28日 第一次意見に関する結果報告、今後検討すべき議題とスケジュール  等 

〃  6月29日 
【障がい者制度改革推進本部】 
「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を閣議決定 

第19～29回 〃 9月6日～12月17日 障害者基本法の改正について（第二次意見の取りまとめ） 等 

第30回～ 23年2月14日 障害者基本法の改正について 等 

〃  7月29日 「障害者基本法の一部を改正する法律（平成23年法律第90号）」が成立 

〃  8月30日 
【障がい者制度改革推進会議総合福祉部会】 
「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」の取りまとめ 

第35回 〃  9月26日 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」の報告 



障害者制度改革の推進のための基本的な方向について（6月29日閣議決定） 【概要】   

平成23年 平成24年 平成25年 

●障害者基本法抜本改
正・制度改革の推進体制
等に関する法案の提出 

●障害者差別禁止法案
（仮称）の提出（改革の
推進に必要な他の関係
法律の一括整備法案も
検討） ●障害者総合福祉法

案（仮称）の提出 

平成21年12月～平成22年 

●次期障害者基本計
画決定（12月目途） 

８月までの施行 

●障がい者制度改革推進会議の「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」（平成22年6月7日） 
  を最大限に尊重し、我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進を図る。 

 

 

基礎的な課題における改革の方向性 

横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方 

（１）障害者基本法の改正と改革の推進体制 
・障害や差別の定義を始め、基本的施策に関する規定の見直し・追
加 

・改革の集中期間内における改革の推進等を担う審議会組織の設
置 

・改革の集中期間終了後に障害者権利条約の実施状況の監視等を  

  担ういわゆるモニタリング機関の法的位置付け 等 

 

→第一次意見に沿って検討、23年に法案提出を目指す 

（２）障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制
定等 
・障害者に対する差別を禁止し、被害を受けた場合の救済等を目的
とした制度の構築 

 

→第一次意見に沿って検討、25年に法案提出を目指す 

 これに関連し、人権救済制度に関する法案も早急に提出できるよう
検討 

（３）「障害者総合福祉法」（仮称）の制定 
・制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活 

  支援体系の整備等を内容とする制度の構築 

 

→第一次意見に沿って検討、24年に法案提出、25年8月までの施行
を目指す 

・アジア太平洋での障害分野の国際協力への貢献 

・虐待防止制度の構築に向けた必要な検討 

（２）障害のとらえ方と諸定義の明確化 
障害の定義の見直し、合理的配慮が提供されない場合を含む障害
を理由とする差別や、手話その他の非音声言語の定義の明確化 

（１）地域生活の実現とインクルーシブな社会の構築 
・障害者が自ら選択する地域への移行支援や移行後の生活支援の
充実、及び平等な社会参加、参画を柱に据えた施策の展開 

・虐待のない社会づくり 

平成26年 

障害の有無にかかわらず、相互に個性の差異と多様性を尊重
し、人格を認め合う共生社会の実現 

障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方 

(1) 労働及び雇用 

(2) 教育 

(3) 所得保障 

(4) 医療 

(5) 障害児支援 

(6) 虐待防止 

(7) 建物利用・交
通アクセス 

(8) 情報アクセス・
コミュニケーション
保障 

(9) 政治参加 

(10) 司法手続 

(11) 国際協力 

・投票所のバリア除去等 

個別分野における基本的方向と今後の進め方 

横断的課題の 

スケジュール等 

・福祉的就労への労働法規の適用の在り方              (～23年内）              

（～24年度内目途)             

・障害のある子どもが障害のない
子どもと共に教育を受けるインク
ルーシブ教育システム構築の理
念を踏まえた制度改革の基本的
方向 

（～22年度内)              

・手話・点字等に通じた教員等の確保・専門性の向上に係る方策 （～24年内目途）             

・住宅の確保のための支援の在り方 

（～24年内目途)              

・医療費用負担の在り方（応能負担） 

・社会的入院を解消するための体制 

・精神障害者の強制入院等の在り方 

・刑事訴訟手続における障害の特性に応じた配慮方策 

・選挙情報への障害者のアクセ
スを容易にする取組 

・情報バリアフリー化のための環境整備の在り方 

・障害特性に応じた災害時緊急連絡の伝達の方策 

・地方のバリアフリー整備の促進
等の方策 

・相談・療育支援体制の改善に向けた方策 

（～23年内)              

（～23年内)              

（～24年内目途)              

（～23年内)              

※各個別分野については、改
革の集中期間内に必要な対
応を図るよう、工程表としてそ
れぞれ検討期間を設定 

目的・基本的考え方 

工  程  表 

障がい者制度改革推
進本部の設置（平成
21年12月） 

（～22年度内目途)              

（～24年内)              

（～22年度内)              

（～24年内目途)              

・職場での合理的配慮確保のための方策              

・雇用率制度についての検証・検討              

（～24年度内目途)             

・障害者の所得保障の在り方を公的年金の抜本見直しに併せて検討 

（～24年内)              

※主な事項について記載 
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第２ 障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方 

 

 ３ 個別分野における基本的方向と今後の進め方 

 

 

 

 
 
 (1)労働及び雇用 

 

○ 障害者雇用促進制度における「障害者」の範囲について、就労の困難さに視点を置いて見直すことについて検討し、平成24年度内を
目途にその結論を得る。 

 

○ 障害者雇用率制度について、雇用の促進と平等な取扱いという視点から、いわゆるダブルカウント制度の有効性について平成22年度
内に検証するとともに、精神障害者の雇用義務化を図ることを含め、積極的差別是正措置としてより実効性のある具体的方策を検討し、
平成24年度内を目途にその結論を得る。 

 

○ いわゆる福祉的就労の在り方について、労働法規の適用と工賃の水準等を含めて、推進会議の意見を踏まえるとともに、障がい者制
度改革推進会議総合福祉部会（以下「総合福祉部会」という。）における議論との整合性を図りつつ検討し、平成23年内にその結論を得
る。 

 

○ 国及び地方公共団体における物品、役務等の調達に関し、適正で効率的な調達の実施という現行制度の考え方の下で、障害者就労
施設等に対する発注拡大に努めることとし、調達に際しての評価の在り方等の面から、障害者の雇用・就業の促進に資する具体的方策
について必要な検討を行う。 

 

○ 労働・雇用分野における障害を理由とする差別の禁止、職場における合理的配慮の提供を確保するための措置、これらに関する労使
間の紛争解決手続の整備等の具体的方策について検討を行い、平成24年度内を目途にその結論を得る。 

 

○ 障害者に対する通勤支援、身体介助、職場介助、コミュニケーション支援、ジョブコーチ等の職場における支援の在り方について、平成
23年内を目途に得られる総合福祉部会の検討結果等を踏まえ、必要な措置を講ずる。 

障害者制度改革の推進のための基本的な方向について 

                                 （抜粋） 
平成 2 2年６月 2 9日 

閣 議 決 定 

 以下の各個別分野については、改革の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討過程や次期障害者基本計画の策
定時期等も念頭に置きつつ、改革の工程表としてそれぞれ検討期間を定め、事項ごとに関係府省において検討し、所要の期間内に
結論を得た上で、必要な措置を講ずるものとする。 



 

 

 

 

 

 

障がい者制度改革推進会議及び総合福祉部会での議論 
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◎障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）【平成 22 年 6 月 7 日障がい者制度改革推進会議】（抄） 

４．１）労働及び雇用 

（推進会議の問題認識） 

【職場における合理的配慮や必要な支援の整備】 

障害者が自らの能力を最大限に発揮し、障害のない人と同様に安全かつ健康的な労働環境を確保するためには、障害を理由とする差別が禁

止され、職場において必要な合理的配慮や支援がなされる必要がある。 

このような観点から、以下を実施すべきである。 

・厚生労働省において、現在検討中である障害者雇用促進法の見直しの議論の中で、障害を理由とする差別の禁止、事業主への合理的配慮の

義務付け及びその取組を容易にするための助成や技術的支援、合理的配慮に関する労使間の紛争解決手続の整備等の職場における合理的配

慮を確保するための具体的方策について、推進会議等の議論も踏まえ引き続き検討を行う。 

・障害者に対する通勤支援、身体介助、職場介助、コミュニケーション支援（手話通訳、要約筆記等）、ジョブコーチ等の職場における支援の

在り方については、既存の助成制度も含め、障害者雇用促進法の見直しの議論及び平成 23 年末を目途に得られる総合福祉部会等の検討結

果を踏まえ、法制化を含めた必要な措置を講ずる。                          

 

◎障害者制度改革の推進のための第二次意見【平成 22 年 12月 17日障がい者制度改革推進会議】（抄） 

２）労働及び雇用  

（推進会議の問題認識）  

【合理的配慮等の提供による雇用及び労働の質の向上】  

障害の種別、程度にかかわらず、働くことを希望するすべての障害者が差別されることなく障害のない人と平等に就職、職の維持や昇進、

昇給、復職等ができるよう、職場において事業所から適切な合理的配慮が行われる必要がある。  

また、労働能力を向上させるために必要な支援（職業生活を維持、向上するための人的、物的及び経済的支援や生活支援、通勤を含む移動

支援、コミュニケーション支援を含む。）が行われることが必要であり、これにより、障害者の雇用及び労働における処遇や技能の向上を図る

べきである。   

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。  

・働く場での合理的配慮及び必要な支援として、障害に応じた職場環境と労働条件の整備、ジョブコーチや介助者等の人的支援の配置、コミ

ュニケーション支援等の支援を受けられるようにすることにより、障害者が障害のない人と平等に雇用され、働くことができるようにする

こと。  

・障害者の求職、昇進及び復職に関し必要な措置を講ずること。   



（基本法改正に当たって政府に求める事項に関する意見） 

○労働施策と福祉施策を一体的に展開し、働くことを希望するすべての障害者が合理的配慮及び必要な支援を受けることにより、障害のない

人と平等に労働者としての権利が守られ、生計を立て得る収入が得られるとともに、働く機会が確保されるよう、必要な施策を講ずること。 

 

◎「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」【平成 23年 8月 30 日障がい者制度改革推進会議総合福祉部会】（抄） 

Ⅲ－３ 労働と雇用  

１．障害者雇用促進法に関わる事項  

【表題】雇用の質を確保するための法改正   

【結論】  

○ 量だけでなく質としての雇用を確保するため、障害者雇用促進法を改正し、障害者権利条約第 27 条[労働及び雇用]で求められる労働への

権利、障害に基づく差別(合理的配慮の提供の拒否を含む)の禁止、職場での合理的配慮の提供を確保するための規定を設ける。障害者雇用

促進法にこれらの規定を設けることが困難な場合には、それに代わる新法(労働法)で規定する。 

【説明】  

障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度は、主に量としての雇用の確保を意図したものであり、障害者権利条約第 27条で求められる、

質としての雇用の確保を担保するものではない。  

したがって、公的機関及び大企業に限らず中小の企業においても、障害者が他の者と平等な雇用条件や昇給・昇進、希望職種・業務の充足

といった雇用の質が確保できるようにするために、労働の権利、障害に基づく差別(合理的配慮の提供の拒否を含む)の禁止、職場における合

理的配慮の提供の確保等に関する必要な規定を設けるべきである。 

 

【表題】雇用施策の対象とする障害者に就業上必要な支援を認定する仕組み  

【結論】  

○ 障害者雇用率制度に基づく雇用義務の対象を、あらゆる種類の障害者に広げると共に、それに伴って大幅な引き上げが求められる雇用率

達成のため事業主への支援を拡充する必要がある。また障害者が職場で安定的に就業するための合理的配慮の提供を含む、就業上必要な支

援を明らかにする総合的なアセスメントを整備する。  

【説明】  

個々の障害者が具体的な就業の場においてどのような支援(合理的配慮の提供を含む)を必要とするかについて、当該障害者の就業にかかわ

るすべての利害関係者(障害当事者及び事業主も含む)がチームとしてアセスメントを行う仕組みを整備する必要がある。そうしたアセスメン

トは、状況の変化に応じた柔軟な見直しが求められる。  



【表題】職場における合理的配慮の確保 

【結論】  

○ 事業主が障害者に合理的配慮を提供するのに必要な経済的・技術的支援を受けられるような仕組みとともに、合理的配慮が提供されない

場合、苦情の申し立てと救済措置が受けられるような仕組みを整備する必要がある。  

【説明】  

就労系事業、特例子会社、重度障害者多数雇用事業所等での合理的配慮の実践例を企業に示すことで、企業の理解を求める。合理的配慮の

類型化や事例のガイドブックの整備等も企業の取組みを進める上で有効と思われる。それにあわせ、合理的配慮に係る費用負担のあり方も整

理する必要がある。  

また、合理的配慮が提供されない場合、障害者が苦情を申し立て、救済措置が受けられるような第三者性を確保した仕組みについては、職

場内および労働審判制度の整備を含めて平成 24年度内を目途に得られる差別禁止部会および労働政策審議会障害者雇用分科会での検討結果

などを踏まえ、適切な措置を講じる必要がある。   



 

 

 

 

 

 

障害者基本法の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 90 号）（抄） 
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障害者基本法 新旧対照表 

改正障害者基本法 旧障害者基本法 

第一章 総則 第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく

基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであ

るとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てら

れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実

現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、

基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするととも

に、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項

を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施

策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 

（目的） 

第一条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に

関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにする

とともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる

事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための

施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを

目的とする。 

 

 

 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その

他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて

、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制

限を受ける状態にあるものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む

上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切

のものをいう。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神

障害（以下「障害」と総称する。）があるため、継続的に日常生活又は社

会生活に相当な制限を受ける者をいう。 
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（地域社会における共生等） 

第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でな

い者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ

、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提とし

つつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。 

一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他

あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 

二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択

の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げら

れないこと。 

三 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎

通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取

得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 

 

（基本的理念） 

第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわし

い生活を保障される権利を有する。 

 

 

２ すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他

あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

３ 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の

権利利益を侵害する行為をしてはならない。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（差別の禁止） 

第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することそ

の他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、か

つ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて

前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ

合理的な配慮がされなければならない。 

３ 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の

普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、

整理及び提供を行うものとする。 
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（職業相談等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつ

つ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるよう

にするため、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに

、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職

業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るた

め、前項に規定する施策に関する調査及び研究を促進しなければならな

い。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場及

び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用

の助成その他必要な施策を講じなければならない。 

 

（職業相談等） 

第十五条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ

、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにす

るため、その障害の状態に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職

業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。 

 

２ 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査及

び研究を促進しなければならない。 

 

３ 国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の場及び障害

者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成そ

の他必要な施策を講じなければならない。 

 

（雇用の促進等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者に

おける障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を

講じなければならない。 

２ 事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、

適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適

正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなけれ

ばならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者

の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を

図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備

等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 

（雇用の促進等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者

に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければ

ならない。 

２ 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有す

る能力を正当に評価し、適切な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理

を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。 

 

３ 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の

雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図る

ため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要

する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 
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今後のスケジュール（案） 
 

第１回（平成 23年 11月） 

○研究会の開催について 

○これまでの検討経緯等について① 

・障害者権利条約について 

・厚生労働省におけるこれまでの検討について 

・障害者制度改革の動きについて 

○今後の研究会の進め方について 

 

第２回（平成 23年 12月）  

○これまでの検討経緯等について② 

 ・障害者制度改革推進会議差別禁止部会での議論の状況 

 ・各国制度について 

○論点の提示 

 

第３回（平成 24年 1月）  

○差別禁止の対象範囲に関する検討（障害者及び事業主） 

○障害を理由とする差別の禁止 

○職場における合理的配慮の内容① 

 

第４回（平成 24年 2月） 

○職場における合理的配慮の内容② 

○合理的配慮の提供のための仕組みについて 

○権利擁護について 

 

第５回（平成 24年 3月）  

  ○これまでの論点整理 

  ○合理的配慮を行う事業主の負担に対する助成の在り方① 

 

第６回（平成 24年 4月） 

○合理的配慮を行う事業主の負担に対する助成の在り方② 

 

第７回（平成 24年 5月） 

○合理的配慮を行う事業主の負担に対する助成の在り方③ 

 

第８回（平成 24年 6月）研究会の取りまとめ① 

 

第９回（平成 24年 7月）研究会の取りまとめ② 

資料８ 
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（
仮
訳
文
）障

害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約

前
文

こ
の
条
約
の
締
約
国
は
、

国
際
連
合
憲
章
に
お
い
て
宣
明
さ
れ
た
原
則
が
、
人
類
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
固
有
の
尊
厳
及
び
価
値
並
び
に
平

(a)
等
の
か
つ
奪
い
得
な
い
権
利
が
世
界
に
お
け
る
自
由
、
正
義
及
び
平
和
の
基
礎
を
成
す
も
の
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
こ
と

を
想
起
し
、

国
際
連
合
が
、
世
界
人
権
宣
言
及
び
人
権
に
関
す
る
国
際
規
約
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
は
い
か
な
る
差
別
も
な
し
に

(b)
同
宣
言
及
び
こ
れ
ら
の
規
約
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
権
利
及
び
自
由
を
享
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
宣
明
し
、
及
び
合

意
し
た
こ
と
を
認
め
、

す
べ
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
が
普
遍
的
で
あ
り
、
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
相
互
に
依
存
し
、
か
つ
、
相
互
に
関

(c)
連
を
有
す
る
こ
と
並
び
に
障
害
者
が
す
べ
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
差
別
な
し
に
完
全
に
享
有
す
る
こ
と
を
保
障
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
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経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
、
あ
ら
ゆ

(d)
る
形
態
の
人
種
差
別
の
撤
廃
に
関
す
る
国
際
条
約
、
女
子
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
の
撤
廃
に
関
す
る
条
約
、
拷

問
及
び
他
の
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
又
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
又
は
刑
罰
に
関
す
る
条
約
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る

条
約
及
び
す
べ
て
の
移
住
労
働
者
及
び
そ
の
家
族
の
構
成
員
の
権
利
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約
を
想
起
し
、

障
害
が
、
発
展
す
る
概
念
で
あ
り
、
並
び
に
障
害
者
と
障
害
者
に
対
す
る
態
度
及
び
環
境
に
よ
る
障
壁
と
の
間
の
相
互

(e)
作
用
で
あ
っ
て
、
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
社
会
に
完
全
か
つ
効
果
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
に
よ
っ
て
生

ず
る
こ
と
を
認
め
、

障
害
者
に
関
す
る
世
界
行
動
計
画
及
び
障
害
者
の
機
会
均
等
化
に
関
す
る
標
準
規
則
に
定
め
る
原
則
及
び
政
策
上
の
指

(f)
針
が
、
障
害
者
の
機
会
均
等
を
更
に
促
進
す
る
た
め
の
国
内
的
、
地
域
的
及
び
国
際
的
な
政
策
、
計
画
及
び
行
動
の
促

進
、
作
成
及
び
評
価
に
影
響
を
及
ぼ
す
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、

持
続
可
能
な
開
発
の
関
連
戦
略
の
不
可
分
の
一
部
と
し
て
障
害
に
関
す
る
問
題
を
主
流
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
重
要
で

(g)
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、

ま
た
、
い
か
な
る
者
に
対
す
る
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
も
、
人
間
の
固
有
の
尊
厳
及
び
価
値
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ

(h)
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る
こ
と
を
認
め
、

さ
ら
に
、
障
害
者
の
多
様
性
を
認
め
、

(i)

す
べ
て
の
障
害
者
（
よ
り
多
く
の
支
援
を
必
要
と
す
る
障
害
者
を
含
む
。
）
の
人
権
を
促
進
し
、
及
び
保
護
す
る
こ
と

(j)
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、

こ
れ
ら
の
種
々
の
文
書
及
び
約
束
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
者
が
、
世
界
の
す
べ
て
の
地
域
に
お
い
て
、
社
会
の
平
等

(k)
な
構
成
員
と
し
て
の
参
加
を
妨
げ
る
障
壁
及
び
人
権
侵
害
に
依
然
と
し
て
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
憂
慮
し
、

あ
ら
ゆ
る
国
（
特
に
開
発
途
上
国
）
に
お
け
る
障
害
者
の
生
活
条
件
を
改
善
す
る
た
め
の
国
際
協
力
が
重
要
で
あ
る
こ

(l)
と
を
認
め
、

障
害
者
が
地
域
社
会
に
お
け
る
全
般
的
な
福
祉
及
び
多
様
性
に
対
し
て
既
に
又
は
潜
在
的
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
を
認

(m)
め
、
ま
た
、
障
害
者
に
よ
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
完
全
な
享
有
並
び
に
完
全
な
参
加
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
帰
属
意
識
が
高
め
ら
れ
る
こ
と
並
び
に
社
会
の
人
的
、
社
会
的
及
び
経
済
的
開
発
並
び
に
貧
困
の
撲
滅
に
大
き
な
前
進

が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
、

障
害
者
に
と
っ
て
、
個
人
の
自
律
（
自
ら
選
択
す
る
自
由
を
含
む
。
）
及
び
自
立
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、

(n)
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障
害
者
が
、
政
策
及
び
計
画
（
障
害
者
に
直
接
関
連
す
る
政
策
及
び
計
画
を
含
む
。
）
に
係
る
意
思
決
定
の
過
程
に
積

(o)
極
的
に
関
与
す
る
機
会
を
有
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、

人
種
、
皮
膚
の
色
、
性
、
言
語
、
宗
教
、
政
治
的
意
見
そ
の
他
の
意
見
、
国
民
的
な
、
種
族
的
な
、
原
住
民
と
し
て
の

(p)
若
し
く
は
社
会
的
な
出
身
、
財
産
、
出
生
、
年
齢
又
は
他
の
地
位
に
基
づ
く
複
合
的
又
は
加
重
的
な
形
態
の
差
別
を
受
け

て
い
る
障
害
者
が
直
面
す
る
困
難
な
状
況
を
憂
慮
し
、

障
害
の
あ
る
女
子
が
、
家
庭
の
内
外
で
暴
力
、
傷
害
若
し
く
は
虐
待
、
放
置
若
し
く
は
怠
慢
な
取
扱
い
、
不
当
な
取
扱

(q)
い
又
は
搾
取
を
受
け
る
一
層
大
き
な
危
険
に
し
ば
し
ば
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
、

障
害
の
あ
る
児
童
が
、
他
の
児
童
と
平
等
に
す
べ
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
完
全
に
享
有
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

(r)
認
め
、
ま
た
、
こ
の
た
め
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
締
約
国
が
負
う
義
務
を
想
起
し
、

障
害
者
に
よ
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
完
全
な
享
有
を
促
進
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
性
別
の
視
点
を
組
み
込

(s)
む
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、

障
害
者
の
大
多
数
が
貧
困
の
状
況
下
で
生
活
し
て
い
る
事
実
を
強
調
し
、
ま
た
、
こ
の
点
に
関
し
、
貧
困
が
障
害
者
に

(t)
及
ぼ
す
悪
影
響
に
対
処
す
る
こ
と
が
真
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
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国
際
連
合
憲
章
に
定
め
る
目
的
及
び
原
則
の
十
分
な
尊
重
並
び
に
人
権
に
関
す
る
適
用
可
能
な
文
書
の
遵
守
に
基
づ
く

(u)
平
和
で
安
全
な
状
況
が
、
特
に
武
力
紛
争
及
び
外
国
に
よ
る
占
領
の
期
間
中
に
お
け
る
障
害
者
の
十
分
な
保
護
に
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、

障
害
者
が
す
べ
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
完
全
に
享
有
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
物
理
的
、
社

(v)
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
環
境
、
健
康
及
び
教
育
並
び
に
情
報
及
び
通
信
に
つ
い
て
の
機
会
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、

個
人
が
、
他
人
に
対
し
及
び
そ
の
属
す
る
地
域
社
会
に
対
し
て
義
務
を
負
う
こ
と
並
び
に
人
権
に
関
す
る
国
際
的
な
文

(w)
書
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
の
増
進
及
び
擁
護
の
た
め
に
努
力
す
る
責
任
を
有
す
る
こ
と
を
認
識
し
、

家
族
が
、
社
会
の
自
然
か
つ
基
礎
的
な
単
位
で
あ
る
こ
と
並
び
に
社
会
及
び
国
家
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
権
利
を
有
す

(x)
る
こ
と
を
確
信
し
、
ま
た
、
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
の
構
成
員
が
、
障
害
者
の
権
利
の
完
全
か
つ
平
等
な
享
有
に
向
け
て

家
族
が
貢
献
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
必
要
な
保
護
及
び
支
援
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
、

障
害
者
の
権
利
及
び
尊
厳
を
促
進
し
、
及
び
保
護
す
る
た
め
の
包
括
的
か
つ
総
合
的
な
国
際
条
約
が
、
開
発
途
上
国
及

(y)
び
先
進
国
に
お
い
て
、
障
害
者
の
社
会
的
に
著
し
く
不
利
な
立
場
を
是
正
す
る
こ
と
に
重
要
な
貢
献
を
行
う
こ
と
並
び
に
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障
害
者
が
市
民
的
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
分
野
に
均
等
な
機
会
に
よ
り
参
加
す
る
こ
と
を
促
進
す
る

こ
と
を
確
信
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

目
的

こ
の
条
約
は
、
す
べ
て
の
障
害
者
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
完
全
か
つ
平
等
な
享
有
を
促
進
し
、
保
護

し
、
及
び
確
保
す
る
こ
と
並
び
に
障
害
者
の
固
有
の
尊
厳
の
尊
重
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

障
害
者
に
は
、
長
期
的
な
身
体
的
、
精
神
的
、
知
的
又
は
感
覚
的
な
障
害
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
様
々
な
障
壁
と
の
相
互

作
用
に
よ
り
他
の
者
と
平
等
に
社
会
に
完
全
か
つ
効
果
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
も
の
を
含
む
。

第
二
条

定
義

こ
の
条
約
の
適
用
上
、

「
意
思
疎
通
」
と
は
、
言
語
、
文
字
表
記
、
点
字
、
触
覚
を
使
っ
た
意
思
疎
通
、
拡
大
文
字
、
利
用
可
能
な
マ
ル
チ
メ
デ
ィ

ア
並
び
に
筆
記
、
聴
覚
、
平
易
な
言
葉
及
び
朗
読
者
に
よ
る
意
思
疎
通
の
形
態
、
手
段
及
び
様
式
並
び
に
補
助
的
及
び
代
替
的

な
意
思
疎
通
の
形
態
、
手
段
及
び
様
式
（
利
用
可
能
な
情
報
通
信
技
術
を
含
む
。
）
を
い
う
。
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「
言
語
」
と
は
、
音
声
言
語
及
び
手
話
そ
の
他
の
形
態
の
非
音
声
言
語
を
い
う
。

「
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
」
と
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
区
別
、
排
除
又
は
制
限
で
あ
っ
て
、
政
治
的
、
経
済

的
、
社
会
的
、
文
化
的
、
市
民
的
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
他
の
者
と
平
等
に
す
べ
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由

を
認
識
し
、
享
有
し
、
又
は
行
使
す
る
こ
と
を
害
し
、
又
は
妨
げ
る
目
的
又
は
効
果
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
障
害
を
理
由
と

す
る
差
別
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
（
合
理
的
配
慮
の
否
定
を
含
む
。
）
を
含
む
。

「
合
理
的
配
慮
」
と
は
、
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
す
べ
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
享
有
し
、
又
は
行
使
す
る
こ
と

を
確
保
す
る
た
め
の
必
要
か
つ
適
当
な
変
更
及
び
調
整
で
あ
っ
て
、
特
定
の
場
合
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
均
衡
を
失
し
た
又
は
過
度
の
負
担
を
課
さ
な
い
も
の
を
い
う
。

「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
」
と
は
、
調
整
又
は
特
別
な
設
計
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
最
大
限
可
能
な
範
囲
で
す
べ
て

の
人
が
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
製
品
、
環
境
、
計
画
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
設
計
を
い
う
。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
は
、
特
定

の
障
害
者
の
集
団
の
た
め
の
支
援
装
置
が
必
要
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
三
条

一
般
原
則

こ
の
条
約
の
原
則
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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固
有
の
尊
厳
、
個
人
の
自
律
（
自
ら
選
択
す
る
自
由
を
含
む
。
）
及
び
個
人
の
自
立
を
尊
重
す
る
こ
と
。

(a)

差
別
さ
れ
な
い
こ
と
。

(b)

社
会
に
完
全
か
つ
効
果
的
に
参
加
し
、
及
び
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
。

(c)

人
間
の
多
様
性
及
び
人
間
性
の
一
部
と
し
て
、
障
害
者
の
差
異
を
尊
重
し
、
及
び
障
害
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
。

(d)

機
会
の
均
等

(e)

施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
可
能
に
す
る
こ
と
。

(f)

男
女
の
平
等

(g)

障
害
の
あ
る
児
童
の
発
達
し
つ
つ
あ
る
能
力
を
尊
重
し
、
及
び
障
害
の
あ
る
児
童
が
そ
の
同
一
性
を
保
持
す
る
権
利
を

(h)
尊
重
す
る
こ
と
。

第
四
条

一
般
的
義
務

１

締
約
国
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
い
か
な
る
差
別
も
な
し
に
、
す
べ
て
の
障
害
者
の
あ
ら
ゆ
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を

完
全
に
実
現
す
る
こ
と
を
確
保
し
、
及
び
促
進
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
こ
の
た
め
、
締
約
国
は
、
次
の
こ
と
を
約
束
す

る
。
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こ
の
条
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
の
実
現
の
た
め
、
す
べ
て
の
適
当
な
立
法
措
置
、
行
政
措
置
そ
の
他
の
措
置
を

(a)
と
る
こ
と
。

障
害
者
に
対
す
る
差
別
と
な
る
既
存
の
法
律
、
規
則
、
慣
習
及
び
慣
行
を
修
正
し
、
又
は
廃
止
す
る
た
め
の
す
べ
て
の

(b)
適
当
な
措
置
（
立
法
を
含
む
。
）
を
と
る
こ
と
。

す
べ
て
の
政
策
及
び
計
画
に
お
い
て
障
害
者
の
人
権
の
保
護
及
び
促
進
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
。

(c)

こ
の
条
約
と
両
立
し
な
い
い
か
な
る
行
為
又
は
慣
行
も
差
し
控
え
、
か
つ
、
公
の
当
局
及
び
機
関
が
こ
の
条
約
に
従
っ

(d)
て
行
動
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

個
人
、
団
体
又
は
民
間
企
業
に
よ
る
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
撤
廃
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
こ

(e)
と
。障

害
者
に
よ
る
利
用
可
能
性
及
び
使
用
を
促
進
し
、
並
び
に
基
準
及
び
指
針
の
整
備
に
当
た
り
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ

(f)
ン
を
促
進
す
る
た
め
、
第
二
条
に
定
め
る
す
べ
て
の
人
が
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
製
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
設
備
及
び
施
設

で
あ
っ
て
、
障
害
者
に
特
有
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
に
可
能
な
限
り
最
低
限
の
調
整
及
び
最
小
限
の
費
用
を
要
す
る
も

の
に
つ
い
て
の
研
究
及
び
開
発
を
約
束
し
、
又
は
促
進
す
る
こ
と
。
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障
害
者
に
適
し
た
新
た
な
技
術
（
情
報
通
信
技
術
、
移
動
補
助
具
、
装
置
及
び
支
援
技
術
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
妥

(g)
当
な
費
用
で
あ
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
た
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
及
び
開
発
を
約
束
し
、
又
は
促
進
し
、
並
び
に
そ
の
新
た

な
技
術
の
利
用
可
能
性
及
び
使
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

移
動
補
助
具
、
装
置
及
び
支
援
技
術
（
新
た
な
技
術
を
含
む
。
）
並
び
に
他
の
形
態
の
援
助
、
支
援
サ
ー
ビ
ス
及
び
施

(h)
設
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
障
害
者
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
。

こ
の
条
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
支
援
及
び
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
良
く
提
供
す
る
た
め
、
障

(i)
害
者
と
共
に
行
動
す
る
専
門
家
及
び
職
員
に
対
す
る
研
修
を
促
進
す
る
こ
と
。

２

締
約
国
は
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
完
全
な
実
現
を
漸
進
的
に
達
成
す
る

た
め
、
自
国
に
お
け
る
利
用
可
能
な
手
段
を
最
大
限
に
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、
必
要
な
場
合
に
は
国
際
協
力
の
枠
内

で
、
措
置
を
と
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
条
約
に
定
め
る
義
務
で
あ
っ
て
、
国
際
法
に
従
っ
て
直
ち
に
適
用
可

能
な
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

３

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
法
令
及
び
政
策
の
作
成
及
び
実
施
に
当
た
り
、
並
び
に
そ
の
他
の
障
害
者
に

関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
過
程
に
お
い
て
、
障
害
者
（
障
害
の
あ
る
児
童
を
含
む
。
）
を
代
表
す
る
団
体
を
通
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じ
、
障
害
者
と
緊
密
に
協
議
し
、
及
び
障
害
者
を
積
極
的
に
関
与
さ
せ
る
。

４

こ
の
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
、
締
約
国
の
法
律
又
は
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
有
す
る
国
際
法
に
含
ま
れ
る
規
定
で

あ
っ
て
障
害
者
の
権
利
の
実
現
に
一
層
貢
献
す
る
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
条
約
の
い
ず
れ
か
の
締
約

国
に
お
い
て
法
律
、
条
約
、
規
則
又
は
慣
習
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
又
は
存
す
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
に
つ
い
て
は
、
こ

の
条
約
が
そ
れ
ら
の
権
利
若
し
く
は
自
由
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
又
は
そ
の
認
め
る
範
囲
が
よ
り
狭
い
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
そ
れ
ら
の
権
利
及
び
自
由
を
制
限
し
、
又
は
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

５

こ
の
条
約
は
、
い
か
な
る
制
限
又
は
例
外
も
な
し
に
、
連
邦
国
家
の
す
べ
て
の
地
域
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
五
条

平
等
及
び
差
別
さ
れ
な
い
こ
と

１

締
約
国
は
、
す
べ
て
の
者
が
、
法
律
の
前
に
又
は
法
律
に
基
づ
い
て
平
等
で
あ
り
、
並
び
に
い
か
な
る
差
別
も
な
し
に
法

律
に
よ
る
平
等
の
保
護
及
び
利
益
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

２

締
約
国
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
禁
止
す
る
も
の
と
し
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
差
別
に
対
し
て
も
平

等
の
か
つ
効
果
的
な
法
的
保
護
を
障
害
者
に
保
障
す
る
。

３

締
約
国
は
、
平
等
を
促
進
し
、
及
び
差
別
を
撤
廃
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
合
理
的
配
慮
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
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す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

４

障
害
者
の
事
実
上
の
平
等
を
促
進
し
、
又
は
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
特
別
の
措
置
は
、
こ
の
条
約
に
規
定
す
る
差
別
と

解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条

障
害
の
あ
る
女
子

１

締
約
国
は
、
障
害
の
あ
る
女
子
が
複
合
的
な
差
別
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
及
び
こ
の
点
に
関
し
、
障
害
の
あ
る

女
子
が
す
べ
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
完
全
か
つ
平
等
に
享
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。

２

締
約
国
は
、
女
子
に
対
し
て
こ
の
条
約
に
定
め
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
行
使
し
、
及
び
享
有
す
る
こ
と
を
保
障
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
女
子
の
完
全
な
能
力
開
発
、
向
上
及
び
自
律
的
な
意
思
決
定
力
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当

な
措
置
を
と
る
。

第
七
条

障
害
の
あ
る
児
童

１

締
約
国
は
、
障
害
の
あ
る
児
童
が
他
の
児
童
と
平
等
に
す
べ
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
完
全
に
享
有
す
る
こ
と
を
確

保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
必
要
な
措
置
を
と
る
。

２

障
害
の
あ
る
児
童
に
関
す
る
す
べ
て
の
措
置
を
と
る
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
の
最
善
の
利
益
が
主
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
も
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の
と
す
る
。

３

締
約
国
は
、
障
害
の
あ
る
児
童
が
、
自
己
に
影
響
を
及
ぼ
す
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
自
由
に
自
己
の
意
見
を
表
明
す
る

権
利
並
び
に
こ
の
権
利
を
実
現
す
る
た
め
の
障
害
及
び
年
齢
に
適
し
た
支
援
を
提
供
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
児
童
の
意
見
は
、
他
の
児
童
と
平
等
に
、
そ
の
児
童
の
年
齢
及
び
成
熟
度
に
従
っ

て
相
応
に
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

意
識
の
向
上

１

締
約
国
は
、
次
の
こ
と
の
た
め
の
即
時
の
、
効
果
的
な
か
つ
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

障
害
者
に
関
す
る
社
会
全
体
（
家
族
を
含
む
。
）
の
意
識
を
向
上
さ
せ
、
並
び
に
障
害
者
の
権
利
及
び
尊
厳
に
対
す
る

(a)
尊
重
を
育
成
す
る
こ
と
。

あ
ら
ゆ
る
活
動
分
野
に
お
け
る
障
害
者
に
関
す
る
定
型
化
さ
れ
た
観
念
、
偏
見
及
び
有
害
な
慣
行
（
性
及
び
年
齢
を
理

(b)
由
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
と
戦
う
こ
と
。

障
害
者
の
能
力
及
び
貢
献
に
関
す
る
意
識
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
。

(c)
２

こ
の
た
め
、
１
の
措
置
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
。



- 14 -

次
の
こ
と
の
た
め
の
効
果
的
な
公
衆
の
意
識
の
啓
発
活
動
を
開
始
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
。

(a)

障
害
者
の
権
利
に
対
す
る
理
解
を
育
て
る
こ
と
。

(i)

障
害
者
に
対
す
る
肯
定
的
認
識
及
び
一
層
の
社
会
の
啓
発
を
促
進
す
る
こ
と
。

(ii)

障
害
者
の
技
術
、
価
値
及
び
能
力
並
び
に
職
場
及
び
労
働
市
場
に
対
す
る
障
害
者
の
貢
献
に
つ
い
て
の
認
識
を
促
進

(iii)
す
る
こ
と
。

教
育
制
度
の
す
べ
て
の
段
階
（
幼
年
期
か
ら
の
す
べ
て
の
児
童
に
対
す
る
教
育
制
度
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
障
害
者

(b)
の
権
利
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
。

す
べ
て
の
メ
デ
ィ
ア
機
関
が
、
こ
の
条
約
の
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
に
障
害
者
を
描
写
す
る
よ
う
奨
励
す
る
こ
と
。

(c)

障
害
者
及
び
そ
の
権
利
に
関
す
る
啓
発
の
た
め
の
研
修
計
画
を
促
進
す
る
こ
と
。

(d)

第
九
条

施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
可
能
性

１

締
約
国
は
、
障
害
者
が
自
立
し
て
生
活
し
、
及
び
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
完
全
に
参
加
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
障
害
者
が
、
他
の
者
と
平
等
に
、
都
市
及
び
農
村
の
双
方
に
お
い
て
、
自
然
環
境
、
輸
送
機
関
、
情
報
通

信
（
情
報
通
信
技
術
及
び
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
を
含
む
。
）
並
び
に
公
衆
に
開
放
さ
れ
、
又
は
提
供
さ
れ
る
他
の
施
設
及
び
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サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
こ
の
措
置
は
、
施
設
及
び
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
可
能
性
に
お
け
る
障
害
及
び
障
壁
を
特
定
し
、
及
び
撤
廃
す
る
こ
と
を
含
む
も
の
と
し
、
特
に
次
の
事
項
に
つ
い

て
適
用
す
る
。

建
物
、
道
路
、
輸
送
機
関
そ
の
他
の
屋
内
及
び
屋
外
の
施
設
（
学
校
、
住
居
、
医
療
施
設
及
び
職
場
を
含
む
。
）

(a)

情
報
、
通
信
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
（
電
子
サ
ー
ビ
ス
及
び
緊
急
事
態
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）

(b)
２

締
約
国
は
、
ま
た
、
次
の
こ
と
の
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

公
衆
に
開
放
さ
れ
、
又
は
提
供
さ
れ
る
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
可
能
性
に
関
す
る
最
低
基
準
及
び
指
針
の
実
施
を

(a)
発
展
さ
せ
、
公
表
し
、
及
び
監
視
す
る
こ
と
。

公
衆
に
開
放
さ
れ
、
又
は
提
供
さ
れ
る
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
民
間
の
団
体
が
、
障
害
者
に
と
っ
て
の
施
設

(b)
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
可
能
性
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
考
慮
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

障
害
者
が
直
面
し
て
い
る
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
可
能
性
に
係
る
問
題
に
つ
い
て
の
研
修
を
関
係
者
に
提
供
す
る

(c)
こ
と
。

公
衆
に
開
放
さ
れ
た
建
物
そ
の
他
の
施
設
に
お
い
て
、
点
字
の
標
識
及
び
読
み
や
す
く
、
か
つ
、
理
解
し
や
す
い
形
式

(d)
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の
標
識
を
提
供
す
る
こ
と
。

公
衆
に
開
放
さ
れ
た
建
物
そ
の
他
の
施
設
の
利
用
可
能
性
を
容
易
に
す
る
た
め
の
生
活
支
援
及
び
仲
介
す
る
者
（
案
内

(e)
者
、
朗
読
者
及
び
専
門
の
手
話
通
訳
を
含
む
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
。

障
害
者
に
よ
る
情
報
の
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
障
害
者
に
対
す
る
他
の
適
当
な
形
態
の
援
助
及
び
支
援
を
促
進
す
る

(f)
こ
と
。

障
害
者
に
よ
る
新
た
な
情
報
通
信
技
術
及
び
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
含
む
。
）
の
利
用
を
促
進
す

(g)
る
こ
と
。

情
報
通
信
技
術
及
び
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
を
最
小
限
の
費
用
で
利
用
可
能
と
す
る
た
め
、
早
い
段
階
で
、
利
用
可
能
な

(h)
情
報
通
信
技
術
及
び
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
開
発
、
生
産
及
び
分
配
を
促
進
す
る
こ
と
。

第
十
条

生
命
に
対
す
る
権
利

締
約
国
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
生
命
に
対
す
る
固
有
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
も
の
と
し
、
障
害
者
が
他
の
者

と
平
等
に
そ
の
権
利
を
効
果
的
に
享
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
必
要
な
措
置
を
と
る
。

第
十
一
条

危
険
な
状
況
及
び
人
道
上
の
緊
急
事
態
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締
約
国
は
、
国
際
法
（
国
際
人
道
法
及
び
国
際
人
権
法
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
自
国
の
義
務
に
従
い
、
危
険
な
状
況
（
武
力

紛
争
、
人
道
上
の
緊
急
事
態
及
び
自
然
災
害
の
発
生
を
含
む
。
）
に
お
い
て
障
害
者
の
保
護
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
す

べ
て
の
必
要
な
措
置
を
と
る
。

第
十
二
条

法
律
の
前
に
ひ
と
し
く
認
め
ら
れ
る
権
利

１

締
約
国
は
、
障
害
者
が
す
べ
て
の
場
所
に
お
い
て
法
律
の
前
に
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
再
確
認
す

る
。

２

締
約
国
は
、
障
害
者
が
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
い
て
他
の
者
と
平
等
に
法
的
能
力
を
享
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

３

締
約
国
は
、
障
害
者
が
そ
の
法
的
能
力
の
行
使
に
当
た
っ
て
必
要
と
す
る
支
援
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

４

締
約
国
は
、
法
的
能
力
の
行
使
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
措
置
に
お
い
て
、
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
の
適
当
か
つ
効
果
的
な

保
護
を
国
際
人
権
法
に
従
っ
て
定
め
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
当
該
保
護
は
、
法
的
能
力
の
行
使
に
関
連
す
る
措
置
が
、
障
害

者
の
権
利
、
意
思
及
び
選
好
を
尊
重
す
る
こ
と
、
利
益
相
反
を
生
じ
さ
せ
ず
、
及
び
不
当
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
、
障

害
者
の
状
況
に
応
じ
、
か
つ
、
適
合
す
る
こ
と
、
可
能
な
限
り
短
い
期
間
に
適
用
す
る
こ
と
並
び
に
権
限
の
あ
る
、
独
立
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の
、
か
つ
、
公
平
な
当
局
又
は
司
法
機
関
に
よ
る
定
期
的
な
審
査
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
保

護
は
、
当
該
措
置
が
障
害
者
の
権
利
及
び
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
に
応
じ
た
も
の
と
す
る
。

５

締
約
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
障
害
者
が
財
産
を
所
有
し
、
又
は
相
続
し
、
自
己
の
会
計
を

管
理
し
、
及
び
銀
行
貸
付
け
、
抵
当
そ
の
他
の
形
態
の
金
融
上
の
信
用
に
つ
い
て
均
等
な
機
会
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

平
等
の
権
利
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
か
つ
効
果
的
な
措
置
を
と
る
も
の
と
し
、
障
害
者
が
そ
の
財
産
を
恣
意
的

し

に
奪
わ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。

第
十
三
条

司
法
手
続
の
利
用

１

締
約
国
は
、
障
害
者
が
す
べ
て
の
法
的
手
続
（
捜
査
段
階
そ
の
他
予
備
的
な
段
階
を
含
む
。
）
に
お
い
て
直
接
及
び
間
接

の
参
加
者
（
証
人
を
含
む
。
）
と
し
て
効
果
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
、
手
続
上
の
配
慮
及
び
年
齢
に

適
し
た
配
慮
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
司
法
手
続
を
効
果
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
確
保

す
る
。

２

締
約
国
は
、
障
害
者
が
司
法
手
続
を
効
果
的
に
利
用
す
る
こ
と
に
役
立
て
る
た
め
、
司
法
に
係
る
分
野
に
携
わ
る
者
（
警

察
官
及
び
刑
務
官
を
含
む
。
）
に
対
す
る
適
当
な
研
修
を
促
進
す
る
。
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第
十
四
条

身
体
の
自
由
及
び
安
全

１

締
約
国
は
、
障
害
者
に
対
し
、
他
の
者
と
平
等
に
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
。

身
体
の
自
由
及
び
安
全
に
つ
い
て
の
権
利
を
享
有
す
る
こ
と
。

(a)

不
法
に
又
は
恣
意
的
に
自
由
を
奪
わ
れ
な
い
こ
と
、
い
か
な
る
自
由
の
は
く
奪
も
法
律
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
及
び

し

(b)
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
自
由
の
は
く
奪
が
障
害
の
存
在
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
こ
と
。

２

締
約
国
は
、
障
害
者
が
い
ず
れ
の
手
続
を
通
じ
て
自
由
を
奪
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
障
害
者
が
、
他
の
者
と
平

等
に
国
際
人
権
法
に
よ
る
保
障
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
並
び
に
こ
の
条
約
の
目
的
及
び
原
則
に
従
っ
て
取
り
扱
わ
れ

る
こ
と
（
合
理
的
配
慮
の
提
供
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
確
保
す
る
。

第
十
五
条

拷
問
又
は
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
若
し
く
は
刑
罰
か
ら
の
自
由

１

い
か
な
る
者
も
、
拷
問
又
は
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
若
し
く
は
刑
罰
を
受
け
な
い
。

特
に
、
い
か
な
る
者
も
、
そ
の
自
由
な
同
意
な
し
に
医
学
的
又
は
科
学
的
実
験
を
受
け
な
い
。

２

締
約
国
は
、
障
害
者
が
拷
問
又
は
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
若
し
く
は
刑
罰
を
受
け
る

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
、
す
べ
て
の
効
果
的
な
立
法
上
、
行
政
上
、
司
法
上
そ
の
他
の
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措
置
を
と
る
。

第
十
六
条

搾
取
、
暴
力
及
び
虐
待
か
ら
の
自
由

１

締
約
国
は
、
家
庭
の
内
外
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
搾
取
、
暴
力
及
び
虐
待
（
性
別
を
理
由
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）

か
ら
障
害
者
を
保
護
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
立
法
上
、
行
政
上
、
社
会
上
、
教
育
上
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
。

２

ま
た
、
締
約
国
は
、
特
に
、
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
並
び
に
介
護
者
に
対
す
る
適
当
な
形
態
の
性
別
及
び
年
齢
に
配
慮
し

た
援
助
及
び
支
援
（
搾
取
、
暴
力
及
び
虐
待
の
事
案
を
防
止
し
、
認
識
し
、
及
び
報
告
す
る
方
法
に
関
す
る
情
報
及
び
教
育

を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
搾
取
、
暴
力
及
び
虐
待
を
防
止

す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
締
約
国
は
、
保
護
事
業
が
年
齢
、
性
別
及
び
障
害
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
確
保
す
る
。

３

締
約
国
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
搾
取
、
暴
力
及
び
虐
待
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
障
害
者
に
役
立
つ
こ
と
を
意
図
し
た

す
べ
て
の
施
設
及
び
計
画
が
独
立
し
た
当
局
に
よ
り
効
果
的
に
監
視
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

４

締
約
国
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
搾
取
、
暴
力
又
は
虐
待
の
被
害
者
と
な
る
障
害
者
の
身
体
的
、
認
知
的
及
び
心
理
的
な
回

復
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
並
び
に
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
（
保
護
事
業
の
提
供
に
よ
る
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も
の
を
含
む
。
）
を
と
る
。
こ
の
よ
う
な
回
復
及
び
復
帰
は
、
障
害
者
の
健
康
、
福
祉
、
自
尊
心
、
尊
厳
及
び
自
律
を
育
成

す
る
環
境
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
性
別
及
び
年
齢
に
応
じ
た
ニ
ー
ズ
を
考
慮
に
入
れ
る
。

５

締
約
国
は
、
障
害
者
に
対
す
る
搾
取
、
暴
力
及
び
虐
待
の
事
案
が
特
定
さ
れ
、
捜
査
さ
れ
、
及
び
適
当
な
場
合
に
は
訴
追

さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
効
果
的
な
法
令
及
び
政
策
（
女
子
及
び
児
童
に
重
点
を
置
い
た
法
令
及
び
政
策
を
含
む
。
）

を
実
施
す
る
。

第
十
七
条

個
人
が
健
全
で
あ
る
こ
と
の
保
護

す
べ
て
の
障
害
者
は
、
他
の
者
と
平
等
に
、
そ
の
心
身
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
。

第
十
八
条

移
動
の
自
由
及
び
国
籍
に
つ
い
て
の
権
利

１

締
約
国
は
、
障
害
者
に
対
し
て
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
移
動
の
自
由
、
居

住
の
自
由
及
び
国
籍
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

国
籍
を
取
得
し
、
及
び
変
更
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
並
び
に
そ
の
国
籍
を
恣
意
的
に
又
は
障
害
を
理
由
と
し
て
奪
わ

し

(a)
れ
な
い
こ
と
。

国
籍
に
係
る
文
書
若
し
く
は
身
元
に
係
る
他
の
文
書
を
入
手
し
、
所
有
し
、
及
び
利
用
す
る
こ
と
又
は
移
動
の
自
由
に

(b)
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つ
い
て
の
権
利
の
行
使
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
関
連
手
続
（
例
え
ば
、
出
入
国
の
手
続
）
を
利
用
す
る
こ

と
を
、
障
害
を
理
由
と
し
て
奪
わ
れ
な
い
こ
と
。

い
ず
れ
の
国
（
自
国
を
含
む
。
）
か
ら
も
自
由
に
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

(c)

自
国
に
戻
る
権
利
を
恣
意
的
に
又
は
障
害
を
理
由
と
し
て
奪
わ
れ
な
い
こ
と
。

し

(d)
２

障
害
の
あ
る
児
童
は
、
出
生
の
後
直
ち
に
登
録
さ
れ
る
。
障
害
の
あ
る
児
童
は
、
出
生
の
時
か
ら
氏
名
を
有
す
る
権
利
及

び
国
籍
を
取
得
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
で
き
る
限
り
そ
の
父
母
を
知
り
、
か
つ
、
そ
の
父
母
に
よ
っ
て
養

育
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
。

第
十
九
条

自
立
し
た
生
活
及
び
地
域
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と

こ
の
条
約
の
締
約
国
は
、
す
べ
て
の
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
の
選
択
の
機
会
を
も
っ
て
地
域
社
会
で
生
活
す
る
平
等
の
権

利
を
認
め
る
も
の
と
し
、
障
害
者
が
、
こ
の
権
利
を
完
全
に
享
受
し
、
並
び
に
地
域
社
会
に
完
全
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
及
び
参

加
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
の
効
果
的
か
つ
適
当
な
措
置
を
と
る
。
こ
の
措
置
に
は
、
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ

る
も
の
を
含
む
。

障
害
者
が
、
他
の
者
と
平
等
に
、
居
住
地
を
選
択
し
、
及
び
ど
こ
で
誰
と
生
活
す
る
か
を
選
択
す
る
機
会
を
有
す
る
こ

(a)
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と
並
び
に
特
定
の
居
住
施
設
で
生
活
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
。

地
域
社
会
に
お
け
る
生
活
及
び
地
域
社
会
へ
の
受
入
れ
を
支
援
し
、
並
び
に
地
域
社
会
か
ら
の
孤
立
及
び
隔
離
を
防
止

(b)
す
る
た
め
に
必
要
な
在
宅
サ
ー
ビ
ス
、
居
住
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
地
域
社
会
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
人
的
支
援
を
含
む
。
）
を

障
害
者
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

一
般
住
民
向
け
の
地
域
社
会
サ
ー
ビ
ス
及
び
施
設
が
、
障
害
者
に
と
っ
て
他
の
者
と
平
等
に
利
用
可
能
で
あ
り
、
か

(c)
つ
、
障
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
。

第
二
十
条

個
人
的
な
移
動
を
容
易
に
す
る
こ
と

締
約
国
は
、
障
害
者
が
で
き
る
限
り
自
立
し
て
移
動
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
効
果
的
な
措
置
を

と
る
。
こ
の
措
置
に
は
、
次
の
こ
と
に
よ
る
も
の
を
含
む
。

障
害
者
が
、
自
ら
選
択
す
る
方
法
で
、
自
ら
選
択
す
る
時
に
、
か
つ
、
妥
当
な
費
用
で
個
人
的
に
移
動
す
る
こ
と
を
容

(a)
易
に
す
る
こ
と
。

障
害
者
が
質
の
高
い
移
動
補
助
具
、
装
置
、
支
援
技
術
、
生
活
支
援
及
び
仲
介
す
る
者
を
利
用
す
る
こ
と
を
容
易
に
す

(b)
る
こ
と
（
こ
れ
ら
を
妥
当
な
費
用
で
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。
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障
害
者
及
び
障
害
者
と
共
に
行
動
す
る
専
門
職
員
に
対
し
、
移
動
技
術
に
関
す
る
研
修
を
提
供
す
る
こ
と
。

(c)

移
動
補
助
具
、
装
置
及
び
支
援
技
術
を
生
産
す
る
事
業
体
に
対
し
、
障
害
者
の
移
動
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
考
慮
す
る
よ

(d)
う
奨
励
す
る
こ
と
。

第
二
十
一
条

表
現
及
び
意
見
の
自
由
並
び
に
情
報
の
利
用

締
約
国
は
、
障
害
者
が
、
第
二
条
に
定
め
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
意
思
疎
通
で
あ
っ
て
自
ら
選
択
す
る
も
の
に
よ
り
、
表
現
及

び
意
見
の
自
由
（
他
の
者
と
平
等
に
情
報
及
び
考
え
を
求
め
、
受
け
、
及
び
伝
え
る
自
由
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
権
利
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
こ
の
措
置
に
は
、
次
の
こ
と
に
よ
る
も
の

を
含
む
。障

害
者
に
対
し
、
様
々
な
種
類
の
障
害
に
相
応
し
た
利
用
可
能
な
様
式
及
び
技
術
に
よ
り
、
適
時
に
、
か
つ
、
追
加
の

(a)
費
用
を
伴
わ
ず
、
一
般
公
衆
向
け
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

公
的
な
活
動
に
お
い
て
、
手
話
、
点
字
、
補
助
的
及
び
代
替
的
な
意
思
疎
通
並
び
に
障
害
者
が
自
ら
選
択
す
る
他
の
す

(b)
べ
て
の
利
用
可
能
な
意
思
疎
通
の
手
段
、
形
態
及
び
様
式
を
用
い
る
こ
と
を
受
け
入
れ
、
及
び
容
易
に
す
る
こ
と
。

一
般
公
衆
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
す
る
民
間
の
団
体
が
情
報
及
び

(c)
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サ
ー
ビ
ス
を
障
害
者
に
と
っ
て
利
用
可
能
又
は
使
用
可
能
な
様
式
で
提
供
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
情
報
を
提
供
す
る
者
を
含
む
。
）
が
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
障
害
者
に
と
っ

(d)
て
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
よ
う
奨
励
す
る
こ
と
。

手
話
の
使
用
を
認
め
、
及
び
促
進
す
る
こ
と
。

(e)

第
二
十
二
条

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重

１

い
か
な
る
障
害
者
も
、
居
住
地
又
は
居
住
施
設
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
そ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
家
族
、
住
居
又
は
通
信
そ

の
他
の
形
態
の
意
思
疎
通
に
対
し
て
恣
意
的
に
又
は
不
法
に
干
渉
さ
れ
ず
、
ま
た
、
名
誉
及
び
信
用
を
不
法
に
攻
撃
さ
れ
な

し

い
。
障
害
者
は
、
こ
の
よ
う
な
干
渉
又
は
攻
撃
に
対
す
る
法
律
の
保
護
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

２

締
約
国
は
、
他
の
者
と
平
等
に
、
障
害
者
の
個
人
、
健
康
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
情
報
に
係
る
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
保
護
す
る
。

第
二
十
三
条

家
庭
及
び
家
族
の
尊
重

１

締
約
国
は
、
他
の
者
と
平
等
に
、
婚
姻
、
家
族
及
び
親
子
関
係
に
係
る
す
べ
て
の
事
項
に
関
し
、
障
害
者
に
対
す
る
差
別

を
撤
廃
す
る
た
め
の
効
果
的
か
つ
適
当
な
措
置
を
と
る
。
こ
の
措
置
は
、
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
年
齢
の
す
べ
て
の
障
害
者
が
、
両
当
事
者
の
自
由
か
つ
完
全
な
合
意
に
基
づ
い
て
婚
姻
を

(a)
し
、
か
つ
、
家
族
を
形
成
す
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
。

障
害
者
が
子
の
数
及
び
出
産
の
間
隔
を
自
由
に
か
つ
責
任
を
も
っ
て
決
定
す
る
権
利
並
び
に
障
害
者
が
年
齢
に
適
し
た

(b)
情
報
、
生
殖
及
び
家
族
計
画
に
係
る
教
育
を
享
受
す
る
権
利
を
認
め
、
並
び
に
障
害
者
が
こ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
こ

と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
を
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

障
害
者
（
児
童
を
含
む
。
）
が
、
他
の
者
と
平
等
に
生
殖
能
力
を
保
持
す
る
こ
と
。

(c)
２

締
約
国
は
、
子
の
後
見
、
養
子
縁
組
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
制
度
が
国
内
法
令
に
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
制
度

に
係
る
障
害
者
の
権
利
及
び
責
任
を
確
保
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
子
の
最
善
の
利
益
は
至
上
で
あ
る
。
締
約
国

は
、
障
害
者
が
子
の
養
育
に
つ
い
て
の
責
任
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
当
該
障
害
者
に
対
し
て
適
当
な
援
助
を
与
え
る
。

３

締
約
国
は
、
障
害
の
あ
る
児
童
が
家
庭
生
活
に
つ
い
て
平
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
締
約
国
は
、
こ
の
権

利
を
実
現
し
、
並
び
に
障
害
の
あ
る
児
童
の
隠
匿
、
遺
棄
、
放
置
及
び
隔
離
を
防
止
す
る
た
め
、
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
そ

の
家
族
に
対
し
、
包
括
的
な
情
報
、
サ
ー
ビ
ス
及
び
支
援
を
早
期
に
提
供
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

４

締
約
国
は
、
児
童
が
そ
の
父
母
の
意
思
に
反
し
て
そ
の
父
母
か
ら
分
離
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。
た
だ
し
、
権
限
の
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あ
る
当
局
が
司
法
の
審
査
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
適
用
の
あ
る
法
律
及
び
手
続
に
従
い
そ
の
分
離
が
児
童
の
最
善
の
利

益
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
決
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
い
か
な
る
場
合
に
も
、
児
童
は
、
自
己
が
障
害
を
有

す
る
こ
と
又
は
父
母
の
一
方
若
し
く
は
双
方
が
障
害
を
有
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
父
母
か
ら
分
離
さ
れ
な
い
。

５

締
約
国
は
、
近
親
の
家
族
が
障
害
の
あ
る
児
童
を
監
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
一
層
広
い
範
囲
の
家
族
の
中

で
代
替
的
な
監
護
を
提
供
し
、
及
び
こ
れ
が
不
可
能
な
と
き
は
、
地
域
社
会
の
中
で
家
庭
的
な
環
境
に
よ
り
代
替
的
な
監
護

を
提
供
す
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
う
こ
と
を
約
束
す
る
。

第
二
十
四
条

教
育

１

締
約
国
は
、
教
育
に
つ
い
て
の
障
害
者
の
権
利
を
認
め
る
。
締
約
国
は
、
こ
の
権
利
を
差
別
な
し
に
、
か
つ
、
機
会
の
均

等
を
基
礎
と
し
て
実
現
す
る
た
め
、
次
の
こ
と
を
目
的
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
け
る
障
害
者
を
包
容
す
る
教
育
制
度
及

び
生
涯
学
習
を
確
保
す
る
。

人
間
の
潜
在
能
力
並
び
に
尊
厳
及
び
自
己
の
価
値
に
つ
い
て
の
意
識
を
十
分
に
発
達
さ
せ
、
並
び
に
人
権
、
基
本
的
自

(a)
由
及
び
人
間
の
多
様
性
の
尊
重
を
強
化
す
る
こ
と
。

障
害
者
が
、
そ
の
人
格
、
才
能
及
び
創
造
力
並
び
に
精
神
的
及
び
身
体
的
な
能
力
を
そ
の
可
能
な
最
大
限
度
ま
で
発
達

(b)
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さ
せ
る
こ
と
。

障
害
者
が
自
由
な
社
会
に
効
果
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
。

(c)
締
約
国
は
、
１
の
権
利
の
実
現
に
当
た
り
、
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
。

２

障
害
者
が
障
害
を
理
由
と
し
て
教
育
制
度
一
般
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
及
び
障
害
の
あ
る
児
童
が
障
害
を
理
由
と
し

(a)
て
無
償
の
か
つ
義
務
的
な
初
等
教
育
か
ら
又
は
中
等
教
育
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
。

障
害
者
が
、
他
の
者
と
平
等
に
、
自
己
の
生
活
す
る
地
域
社
会
に
お
い
て
、
包
容
さ
れ
、
質
が
高
く
、
か
つ
、
無
償
の

(b)
初
等
教
育
の
機
会
及
び
中
等
教
育
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
。

個
人
に
必
要
と
さ
れ
る
合
理
的
配
慮
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

(c)

障
害
者
が
、
そ
の
効
果
的
な
教
育
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
支
援
を
教
育
制
度
一
般
の
下
で
受
け
る
こ
と
。

(d)

学
問
的
及
び
社
会
的
な
発
達
を
最
大
に
す
る
環
境
に
お
い
て
、
完
全
な
包
容
と
い
う
目
標
に
合
致
す
る
効
果
的
で
個
別

(e)
化
さ
れ
た
支
援
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

３

締
約
国
は
、
障
害
者
が
地
域
社
会
の
構
成
員
と
し
て
教
育
に
完
全
か
つ
平
等
に
参
加
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
、
障

害
者
が
生
活
す
る
上
で
の
技
能
及
び
社
会
的
な
発
達
の
た
め
の
技
能
を
習
得
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
締
約
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国
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
適
当
な
措
置
を
と
る
。

点
字
、
代
替
的
な
文
字
、
意
思
疎
通
の
補
助
的
及
び
代
替
的
な
形
態
、
手
段
及
び
様
式
並
び
に
適
応
及
び
移
動
の
た
め

(a)
の
技
能
の
習
得
並
び
に
障
害
者
相
互
に
よ
る
支
援
及
び
助
言
を
容
易
に
す
る
こ
と
。

手
話
の
習
得
及
び
聴
覚
障
害
者
の
社
会
の
言
語
的
な
同
一
性
の
促
進
を
容
易
に
す
る
こ
と
。

(b)

視
覚
障
害
若
し
く
は
聴
覚
障
害
又
は
こ
れ
ら
の
重
複
障
害
の
あ
る
者
（
特
に
児
童
）
の
教
育
が
、
そ
の
個
人
に
と
っ
て

(c)
最
も
適
当
な
言
語
並
び
に
意
思
疎
通
の
形
態
及
び
手
段
で
、
か
つ
、
学
問
的
及
び
社
会
的
な
発
達
を
最
大
に
す
る
環
境
に

お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

４

締
約
国
は
、
１
の
権
利
の
実
現
の
確
保
を
助
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
手
話
又
は
点
字
に
つ
い
て
能
力
を
有
す
る
教

員
（
障
害
の
あ
る
教
員
を
含
む
。
）
を
雇
用
し
、
並
び
に
教
育
の
す
べ
て
の
段
階
に
従
事
す
る
専
門
家
及
び
職
員
に
対
す
る

研
修
を
行
う
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
こ
の
研
修
に
は
、
障
害
に
つ
い
て
の
意
識
の
向
上
を
組
み
入
れ
、
ま
た
、
適
当

な
意
思
疎
通
の
補
助
的
及
び
代
替
的
な
形
態
、
手
段
及
び
様
式
の
使
用
並
び
に
障
害
者
を
支
援
す
る
た
め
の
教
育
技
法
及
び

教
材
の
使
用
を
組
み
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

５

締
約
国
は
、
障
害
者
が
、
差
別
な
し
に
、
か
つ
、
他
の
者
と
平
等
に
高
等
教
育
一
般
、
職
業
訓
練
、
成
人
教
育
及
び
生
涯
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学
習
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
こ
の
た
め
、
締
約
国
は
、
合
理
的
配
慮
が
障
害
者
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
を

確
保
す
る
。

第
二
十
五
条

健
康

締
約
国
は
、
障
害
者
が
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
な
し
に
到
達
可
能
な
最
高
水
準
の
健
康
を
享
受
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と

を
認
め
る
。
締
約
国
は
、
障
害
者
が
性
別
に
配
慮
し
た
保
健
サ
ー
ビ
ス
（
保
健
に
関
連
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
含
む
。
）

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
締
約
国
は
、
特
に
、
次
の
こ
と
を
行

う
。

障
害
者
に
対
し
て
他
の
者
に
提
供
さ
れ
る
も
の
と
同
一
の
範
囲
、
質
及
び
水
準
の
無
償
の
又
は
妥
当
な
保
健
及
び
保
健

(a)
計
画
（
性
及
び
生
殖
に
係
る
健
康
並
び
に
住
民
の
た
め
の
公
衆
衛
生
計
画
の
分
野
を
含
む
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
。

障
害
者
が
特
に
そ
の
障
害
の
た
め
に
必
要
と
す
る
保
健
サ
ー
ビ
ス
（
適
当
な
場
合
に
は
、
早
期
発
見
及
び
早
期
関
与
を

(b)
含
む
。
）
並
び
に
特
に
児
童
及
び
高
齢
者
の
間
で
障
害
の
悪
化
を
最
小
限
に
し
、
及
び
防
止
す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
、
障
害
者
自
身
が
属
す
る
地
域
社
会
（
農
村
を
含
む
。
）
の
可
能
な
限
り
近
く
に
お
い
て

(c)
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提
供
す
る
こ
と
。

保
健
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
特
に
、
研
修
を
通
じ
て
及
び
公
私
の
保
健
に
関
す
る
倫
理
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ

(d)
て
障
害
者
の
人
権
、
尊
厳
、
自
立
及
び
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
意
識
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
者
と
同
一
の
質
の
医
療

（
例
え
ば
、
情
報
に
基
づ
く
自
由
な
同
意
を
基
礎
と
し
た
医
療
）
を
障
害
者
に
提
供
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
。

健
康
保
険
及
び
国
内
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
生
命
保
険
の
提
供
に
当
た
り
、
公
正
か
つ
妥
当
な
方
法
で

(e)
行
い
、
及
び
障
害
者
に
対
す
る
差
別
を
禁
止
す
る
こ
と
。

保
健
若
し
く
は
保
健
サ
ー
ビ
ス
又
は
食
糧
及
び
飲
料
の
提
供
に
関
し
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
的
な
拒
否
を
防
止
す

(f)
る
こ
と
。

第
二
十
六
条

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

１

締
約
国
は
、
障
害
者
が
、
最
大
限
の
自
立
並
び
に
十
分
な
身
体
的
、
精
神
的
、
社
会
的
及
び
職
業
的
な
能
力
を
達
成
し
、

及
び
維
持
し
、
並
び
に
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
完
全
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
及
び
参
加
す
る
こ
と
を
達
成
し
、
及
び
維
持
す

る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
の
効
果
的
か
つ
適
当
な
措
置
（
障
害
者
相
互
に
よ
る
支
援
を
通
じ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
と

る
。
こ
の
た
め
、
締
約
国
は
、
特
に
、
保
健
、
雇
用
、
教
育
及
び
社
会
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
に
お
い
て
、
包
括
的
な
リ



- 32 -

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
サ
ー
ビ
ス
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
企
画
し
、
強
化
し
、
及
び
拡
張
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ

ら
の
サ
ー
ビ
ス
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
。

可
能
な
限
り
初
期
の
段
階
に
お
い
て
開
始
し
、
並
び
に
個
人
の
ニ
ー
ズ
及
び
長
所
に
関
す
る
総
合
的
な
評
価
を
基
礎
と

(a)
す
る
こ
と
。

地
域
社
会
及
び
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
へ
の
参
加
及
び
受
入
れ
を
支
援
し
、
自
発
的
な
も
の
と
し
、
並
び
に
障
害
者
自

(b)
身
が
属
す
る
地
域
社
会
（
農
村
を
含
む
。
）
の
可
能
な
限
り
近
く
に
お
い
て
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

締
約
国
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
専
門
家
及
び
職
員
に
対
す
る
初
期
研
修
及
び
継
続
的
な
研

修
の
充
実
を
促
進
す
る
。

３

締
約
国
は
、
障
害
者
の
た
め
に
設
計
さ
れ
た
支
援
装
置
及
び
支
援
技
術
で
あ
っ
て
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
連
す
る

も
の
の
利
用
可
能
性
、
知
識
及
び
使
用
を
促
進
す
る
。

第
二
十
七
条

労
働
及
び
雇
用

１

締
約
国
は
、
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
労
働
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
の
権
利
に
は
、
障
害
者

に
対
し
て
開
放
さ
れ
、
障
害
者
を
受
け
入
れ
、
及
び
障
害
者
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
労
働
市
場
及
び
労
働
環
境
に
お
い
て
、
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障
害
者
が
自
由
に
選
択
し
、
又
は
承
諾
す
る
労
働
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
る
機
会
を
有
す
る
権
利
を
含
む
。
締
約
国
は
、
特

に
次
の
こ
と
の
た
め
の
適
当
な
措
置
（
立
法
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
に
つ
い
て
の
障
害
者

（
雇
用
の
過
程
で
障
害
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
を
含
む
。
）
の
権
利
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
し
、
及
び
促
進
す

る
。

あ
ら
ゆ
る
形
態
の
雇
用
に
係
る
す
べ
て
の
事
項
（
募
集
、
採
用
及
び
雇
用
の
条
件
、
雇
用
の
継
続
、
昇
進
並
び
に
安
全

(a)
か
つ
健
康
的
な
作
業
条
件
を
含
む
。
）
に
関
し
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
禁
止
す
る
こ
と
。

他
の
者
と
平
等
に
、
公
正
か
つ
良
好
な
労
働
条
件
（
例
え
ば
、
均
等
な
機
会
及
び
同
一
価
値
の
労
働
に
つ
い
て
の
同
一

(b)
報
酬
）
、
安
全
か
つ
健
康
的
な
作
業
条
件
（
例
え
ば
、
嫌
が
ら
せ
か
ら
の
保
護
）
及
び
苦
情
に
対
す
る
救
済
に
つ
い
て
の

障
害
者
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
。

障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
労
働
組
合
に
つ
い
て
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

(c)

障
害
者
が
技
術
及
び
職
業
の
指
導
に
関
す
る
一
般
的
な
計
画
、
職
業
紹
介
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
職
業
訓
練
及
び
継
続
的
な

(d)
訓
練
を
効
果
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
。

労
働
市
場
に
お
い
て
障
害
者
の
雇
用
機
会
の
増
大
を
図
り
、
及
び
そ
の
昇
進
を
促
進
す
る
こ
と
並
び
に
職
業
を
求
め
、

(e)
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こ
れ
に
就
き
、
こ
れ
を
継
続
し
、
及
び
そ
の
職
業
に
復
帰
す
る
際
の
支
援
を
促
進
す
る
こ
と
。

自
営
活
動
の
機
会
、
起
業
能
力
、
協
同
組
合
の
発
展
及
び
自
己
の
事
業
の
開
始
を
促
進
す
る
こ
と
。

(f)

公
的
部
門
に
お
い
て
障
害
者
を
雇
用
す
る
こ
と
。

(g)

適
当
な
政
策
及
び
措
置
（
積
極
的
差
別
是
正
措
置
、
奨
励
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
を
通
じ

(h)
て
、
民
間
部
門
に
お
け
る
障
害
者
の
雇
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

職
場
に
お
い
て
合
理
的
配
慮
が
障
害
者
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

(i)

開
か
れ
た
労
働
市
場
に
お
い
て
障
害
者
が
実
務
経
験
を
取
得
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
。

(j)

障
害
者
の
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
職
業
の
保
持
及
び
職
場
復
帰
計
画
を
促
進
す
る
こ
と
。

(k)
２

締
約
国
は
、
障
害
者
が
、
奴
隷
の
状
態
又
は
隷
属
状
態
に
置
か
れ
な
い
こ
と
及
び
他
の
者
と
平
等
に
強
制
労
働
か
ら
保
護

さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

第
二
十
八
条

相
当
な
生
活
水
準
及
び
社
会
的
な
保
障

１

締
約
国
は
、
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
の
相
当
な
生
活
水
準
（
相
当
な
食
糧
、
衣
類
及
び
住
居
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
障

害
者
の
権
利
並
び
に
生
活
条
件
の
不
断
の
改
善
に
つ
い
て
の
障
害
者
の
権
利
を
認
め
る
も
の
と
し
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
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別
な
し
に
こ
の
権
利
を
実
現
す
る
こ
と
を
保
障
し
、
及
び
促
進
す
る
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

２

締
約
国
は
、
社
会
的
な
保
障
に
つ
い
て
の
障
害
者
の
権
利
及
び
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
な
し
に
こ
の
権
利
を
享
受
す
る

こ
と
に
つ
い
て
の
障
害
者
の
権
利
を
認
め
る
も
の
と
し
、
こ
の
権
利
の
実
現
を
保
障
し
、
及
び
促
進
す
る
た
め
の
適
当
な
措

置
を
と
る
。
こ
の
措
置
に
は
、
次
の
措
置
を
含
む
。

障
害
者
が
清
浄
な
水
の
サ
ー
ビ
ス
を
平
等
に
利
用
す
る
こ
と
を
確
保
し
、
及
び
障
害
者
が
障
害
に
関
連
す
る
ニ
ー
ズ
に

(a)
係
る
適
当
か
つ
利
用
可
能
な
サ
ー
ビ
ス
、
装
置
そ
の
他
の
援
助
を
利
用
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

障
害
者
（
特
に
、
障
害
の
あ
る
女
子
及
び
高
齢
者
）
が
社
会
的
な
保
障
及
び
貧
困
削
減
に
関
す
る
計
画
を
利
用
す
る
こ

(b)
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

貧
困
の
状
況
に
お
い
て
生
活
し
て
い
る
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
が
障
害
に
関
連
す
る
費
用
を
伴
っ
た
国
の
援
助
（
適
当

(c)
な
研
修
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
財
政
的
援
助
及
び
休
息
介
護
を
含
む
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

障
害
者
が
公
営
住
宅
計
画
を
利
用
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

(d)

障
害
者
が
退
職
に
伴
う
給
付
及
び
計
画
を
平
等
に
利
用
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

(e)

第
二
十
九
条

政
治
的
及
び
公
的
活
動
へ
の
参
加
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締
約
国
は
、
障
害
者
に
対
し
て
政
治
的
権
利
を
保
障
し
、
及
び
他
の
者
と
平
等
に
こ
の
権
利
を
享
受
す
る
機
会
を
保
障
す
る

も
の
と
し
、
次
の
こ
と
を
約
束
す
る
。

特
に
次
の
こ
と
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
が
、
直
接
に
、
又
は
自
由
に
選
ん
だ
代
表
者
を
通
じ
て
、
他
の
者
と
平

(a)
等
に
政
治
的
及
び
公
的
活
動
に
効
果
的
か
つ
完
全
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
障
害
者
が
投
票
し
、
及
び
選
挙
さ

れ
る
権
利
及
び
機
会
を
含
む
。
）
を
確
保
す
る
こ
と
。

投
票
の
手
続
、
設
備
及
び
資
料
が
適
当
で
あ
り
、
利
用
可
能
で
あ
り
、
並
び
に
そ
の
理
解
及
び
使
用
が
容
易
で
あ
る

(i)
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

適
当
な
場
合
に
は
技
術
支
援
及
び
新
た
な
技
術
の
使
用
を
容
易
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
が
、
選
挙
及
び
国
民

(ii)
投
票
に
お
い
て
脅
迫
を
受
け
る
こ
と
な
く
秘
密
投
票
に
よ
っ
て
投
票
す
る
権
利
並
び
に
選
挙
に
立
候
補
す
る
権
利
並
び

に
政
府
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
効
果
的
に
在
職
し
、
及
び
あ
ら
ゆ
る
公
務
を
遂
行
す
る
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
。

選
挙
人
と
し
て
の
障
害
者
の
意
思
の
自
由
な
表
明
を
保
障
す
る
こ
と
。
こ
の
た
め
、
必
要
な
場
合
に
は
、
障
害
者
の

(iii)
要
請
に
応
じ
て
当
該
障
害
者
が
選
択
す
る
者
が
投
票
の
際
に
援
助
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。

障
害
者
が
、
差
別
な
し
に
、
か
つ
、
他
の
者
と
平
等
に
政
治
に
効
果
的
か
つ
完
全
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を

(b)
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積
極
的
に
促
進
し
、
及
び
政
治
へ
の
障
害
者
の
参
加
を
奨
励
す
る
こ
と
。
政
治
へ
の
参
加
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
。

国
の
公
的
及
び
政
治
的
活
動
に
関
係
の
あ
る
非
政
府
機
関
及
び
非
政
府
団
体
に
参
加
し
、
並
び
に
政
党
の
活
動
及
び

(i)
運
営
に
参
加
す
る
こ
と
。

国
際
、
国
内
、
地
域
及
び
地
方
の
各
段
階
に
お
い
て
障
害
者
を
代
表
す
る
た
め
の
組
織
を
結
成
し
、
並
び
に
こ
れ
に

(ii)
参
加
す
る
こ
と
。

第
三
十
条

文
化
的
な
生
活
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
余
暇
及
び
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
参
加

１

締
約
国
は
、
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
文
化
的
な
生
活
に
参
加
す
る
権
利
を
認
め
る
も
の
と
し
、
障
害
者
が
次
の
こ
と

を
行
う
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

利
用
可
能
な
様
式
を
通
じ
て
、
文
化
的
な
作
品
を
享
受
す
る
こ
と
。

(a)

利
用
可
能
な
様
式
を
通
じ
て
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
番
組
、
映
画
、
演
劇
そ
の
他
の
文
化
的
な
活
動
を
享
受
す
る
こ
と
。

(b)

文
化
的
な
公
演
又
は
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
る
場
所
（
例
え
ば
、
劇
場
、
博
物
館
、
映
画
館
、
図
書
館
、
観
光
サ
ー
ビ

(c)
ス
）
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
享
受
し
、
並
び
に
で
き
る
限
り
自
国
の
文
化
的
に
重
要
な
記
念
物
及
び
遺
跡
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
享

受
す
る
こ
と
。



- 38 -

２

締
約
国
は
、
障
害
者
が
、
自
己
の
利
益
の
た
め
の
み
で
な
く
、
社
会
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
も
、
創
造
的
、
芸
術
的
及
び

知
的
な
潜
在
能
力
を
開
発
し
、
及
び
活
用
す
る
機
会
を
有
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

３

締
約
国
は
、
国
際
法
に
従
い
、
知
的
財
産
権
を
保
護
す
る
法
律
が
、
障
害
者
が
文
化
的
な
作
品
を
享
受
す
る
機
会
を
妨
げ

る
不
当
な
又
は
差
別
的
な
障
壁
と
な
ら
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

４

障
害
者
は
、
他
の
者
と
平
等
に
、
そ
の
独
自
の
文
化
的
及
び
言
語
的
な
同
一
性
（
手
話
及
び
聴
覚
障
害
者
の
文
化
を
含
む
。
）

の
承
認
及
び
支
持
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

５

締
約
国
は
、
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
余
暇
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
を
可
能

と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
次
の
こ
と
の
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

障
害
者
が
あ
ら
ゆ
る
水
準
の
一
般
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
可
能
な
限
り
参
加
す
る
こ
と
を
奨
励
し
、
及
び
促
進
す
る
こ

(a)
と
。障

害
者
が
障
害
に
応
じ
た
ス
ポ
ー
ツ
活
動
及
び
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
組
織
し
、
及
び
発
展
さ
せ
、
並
び
に
こ
れ

(b)
ら
に
参
加
す
る
機
会
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。
こ
の
た
め
、
適
当
な
指
導
、
研
修
及
び
資
源
が
他
の
者
と
平
等

に
提
供
さ
れ
る
よ
う
奨
励
す
る
こ
と
。
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障
害
者
が
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
及
び
観
光
の
場
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ

(c)
と
。障

害
の
あ
る
児
童
が
遊
び
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
余
暇
及
び
ス
ポ
ー
ツ
活
動
（
学
校
制
度
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
活
動

(d)
を
含
む
。
）
へ
の
参
加
に
つ
い
て
均
等
な
機
会
を
享
受
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

障
害
者
が
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
観
光
、
余
暇
及
び
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
企
画
に
関
与
す
る
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

(e)
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

第
三
十
一
条

統
計
及
び
資
料
の
収
集

１

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
を
実
現
す
る
た
め
の
政
策
を
立
案
し
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
の
適
当
な
情
報

（
統
計
資
料
及
び
研
究
資
料
を
含
む
。
）
を
収
集
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
こ
の
情
報
を
収
集
し
、
及
び
保
存
す
る
過
程

は
、
次
の
こ
と
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

障
害
者
の
秘
密
の
保
持
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重
を
確
保
す
る
た
め
、
法
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
保
護
（
資
料
の

(a)
保
護
に
関
す
る
法
令
を
含
む
。
）
を
遵
守
す
る
こ
と
。

人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
保
護
す
る
た
め
の
国
際
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
規
範
並
び
に
統
計
の
収
集
及
び
利
用
に
関
す

(b)
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る
倫
理
上
の
原
則
を
遵
守
す
る
こ
と
。

２

こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
は
、
適
宜
分
類
さ
れ
る
も
の
と
し
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
締
約
国
の
義
務
の

履
行
の
評
価
に
役
立
て
る
た
め
、
並
び
に
障
害
者
が
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
際
に
直
面
す
る
障
壁
を
特
定
し
、
及
び
当
該
障

壁
に
対
処
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
。

３

締
約
国
は
、
こ
れ
ら
の
統
計
の
普
及
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
も
の
と
し
、
障
害
者
及
び
他
の
者
が
当
該
統
計
を
利
用
可
能

と
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

第
三
十
二
条

国
際
協
力

１

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
目
的
及
び
趣
旨
を
実
現
す
る
た
め
の
自
国
の
努
力
を
支
援
す
る
た
め
に
国
際
協
力
及
び
そ
の
促

進
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
こ
の
点
に
関
し
、
国
家
間
に
お
い
て
並
び
に
適
当
な
場
合
に
は
関
連
の
あ
る
国
際
的
及

び
地
域
的
機
関
並
び
に
市
民
社
会
（
特
に
障
害
者
の
組
織
）
と
連
携
し
て
、
適
当
か
つ
効
果
的
な
措
置
を
と
る
。
こ
れ
ら
の

措
置
に
は
、
特
に
次
の
こ
と
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。

国
際
協
力
（
国
際
的
な
開
発
計
画
を
含
む
。
）
が
、
障
害
者
を
受
け
入
れ
、
か
つ
、
障
害
者
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
も

(a)
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。
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能
力
の
開
発
（
情
報
、
経
験
、
研
修
計
画
及
び
最
良
の
実
例
の
交
換
及
び
共
有
を
通
じ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
容
易
に

(b)
し
、
及
び
支
援
す
る
こ
と
。

研
究
に
お
け
る
協
力
並
び
に
科
学
及
び
技
術
に
関
す
る
知
識
の
利
用
を
容
易
に
す
る
こ
と
。

(c)

適
当
な
場
合
に
は
、
技
術
援
助
及
び
経
済
援
助
（
利
用
可
能
な
支
援
技
術
の
利
用
及
び
共
有
を
容
易
に
す
る
こ
と
に
よ

(d)
る
援
助
並
び
に
技
術
移
転
を
通
じ
た
援
助
を
含
む
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
。

２

こ
の
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
す
る
各
締
約
国
の
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

第
三
十
三
条

国
内
に
お
け
る
実
施
及
び
監
視

１

締
約
国
は
、
自
国
の
制
度
に
従
い
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
関
連
す
る
事
項
を
取
り
扱
う
一
又
は
二
以
上
の
中
央
連
絡
先
を

政
府
内
に
指
定
す
る
。
ま
た
、
締
約
国
は
、
異
な
る
部
門
及
び
段
階
に
お
け
る
関
連
の
あ
る
活
動
を
容
易
に
す
る
た
め
、
政

府
内
に
お
け
る
調
整
の
た
め
の
仕
組
み
の
設
置
又
は
指
定
に
十
分
な
考
慮
を
払
う
。

２

締
約
国
は
、
自
国
の
法
律
上
及
び
行
政
上
の
制
度
に
従
い
、
こ
の
条
約
の
実
施
を
促
進
し
、
保
護
し
、
及
び
監
視
す
る
た

め
の
枠
組
み
（
適
当
な
場
合
に
は
、
一
又
は
二
以
上
の
独
立
し
た
仕
組
み
を
含
む
。
）
を
自
国
内
に
お
い
て
維
持
し
、
強
化

し
、
指
定
し
、
又
は
設
置
す
る
。
締
約
国
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
指
定
し
、
又
は
設
置
す
る
場
合
に
は
、
人
権
の
保
護
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及
び
促
進
の
た
め
の
国
内
機
構
の
地
位
及
び
役
割
に
関
す
る
原
則
を
考
慮
に
入
れ
る
。

３

市
民
社
会
（
特
に
、
障
害
者
及
び
障
害
者
を
代
表
す
る
団
体
）
は
、
監
視
の
過
程
に
十
分
に
関
与
し
、
か
つ
、
参
加
す

る
。

第
三
十
四
条

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
委
員
会

１

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
委
員
会
は
、
以
下
に
定
め
る
任
務
を

遂
行
す
る
。

２

委
員
会
は
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
の
時
は
十
二
人
の
専
門
家
で
構
成
す
る
。
更
に
六
十
の
国
が
こ
の
条
約
を
批
准
し
、

又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
後
は
、
委
員
会
の
委
員
の
数
を
六
人
ま
で
増
加
さ
せ
、
最
大
で
十
八
人
と
す
る
。

３

委
員
会
の
委
員
は
、
個
人
の
資
格
で
職
務
を
遂
行
す
る
も
の
と
し
、
徳
望
が
高
く
、
か
つ
、
こ
の
条
約
が
対
象
と
す
る
分

野
に
お
い
て
能
力
及
び
経
験
を
認
め
ら
れ
た
者
と
す
る
。
締
約
国
は
、
委
員
の
候
補
者
を
指
名
す
る
に
当
た
り
、
第
四
条
３

の
規
定
に
十
分
な
考
慮
を
払
う
よ
う
要
請
さ
れ
る
。

４

委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
締
約
国
が
、
委
員
の
配
分
が
地
理
的
に
衡
平
に
行
わ
れ
る
こ
と
、
異
な
る
文
明
形
態
及
び

主
要
な
法
体
系
が
代
表
さ
れ
る
こ
と
、
男
女
が
衡
平
に
代
表
さ
れ
る
こ
と
並
び
に
障
害
の
あ
る
専
門
家
が
参
加
す
る
こ
と
を
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考
慮
に
入
れ
て
選
出
す
る
。

５

委
員
会
の
委
員
は
、
締
約
国
会
議
の
会
合
に
お
い
て
、
締
約
国
に
よ
り
当
該
締
約
国
の
国
民
の
中
か
ら
指
名
さ
れ
た
者
の

名
簿
の
中
か
ら
秘
密
投
票
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
。
締
約
国
会
議
の
会
合
は
、
締
約
国
の
三
分
の
二
を
も
っ
て
定
足
数
と
す

る
。
こ
れ
ら
の
会
合
に
お
い
て
は
、
出
席
し
、
か
つ
、
投
票
す
る
締
約
国
の
代
表
に
よ
っ
て
投
じ
ら
れ
た
票
の
最
多
数
で
、

か
つ
、
過
半
数
の
票
を
得
た
者
を
も
っ
て
委
員
会
に
選
出
さ
れ
た
委
員
と
す
る
。

６

委
員
会
の
委
員
の
最
初
の
選
挙
は
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
の
日
の
後
六
箇
月
以
内
に
行
う
。
国
際
連
合
事
務
総
長
は
、

委
員
会
の
委
員
の
選
挙
の
日
の
遅
く
と
も
四
箇
月
前
ま
で
に
、
締
約
国
に
対
し
、
自
国
が
指
名
す
る
者
の
氏
名
を
二
箇
月
以

内
に
提
出
す
る
よ
う
書
簡
で
要
請
す
る
。
そ
の
後
、
同
事
務
総
長
は
、
指
名
さ
れ
た
者
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る

名
簿
（
こ
れ
ら
の
者
を
指
名
し
た
締
約
国
名
を
表
示
し
た
名
簿
と
す
る
。
）
を
作
成
し
、
こ
の
条
約
の
締
約
国
に
送

付
す
る
。

７

委
員
会
の
委
員
は
、
四
年
の
任
期
で
選
出
さ
れ
る
。
委
員
は
、
一
回
の
み
再
選
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
最
初

の
選
挙
に
お
い
て
選
出
さ
れ
た
委
員
の
う
ち
六
人
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
で
終
了
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
六
人
の
委

員
は
、
最
初
の
選
挙
の
後
直
ち
に
、
５
に
規
定
す
る
会
合
の
議
長
に
よ
り
く
じ
引
で
選
ば
れ
る
。
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８

委
員
会
の
六
人
の
追
加
的
な
委
員
の
選
挙
は
、
こ
の
条
の
関
連
す
る
規
定
に
従
っ
て
定
期
選
挙
の
際
に
行
わ
れ
る
。

９

委
員
会
の
委
員
が
死
亡
し
、
辞
任
し
、
又
は
他
の
理
由
の
た
め
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
宣

言
し
た
場
合
に
は
、
当
該
委
員
を
指
名
し
た
締
約
国
は
、
残
余
の
期
間
職
務
を
遂
行
す
る
他
の
専
門
家
で
あ
っ
て
、
資
格
を

有
し
、
か
つ
、
こ
の
条
の
関
連
規
定
に
定
め
る
条
件
を
満
た
す
も
の
を
任
命
す
る
。

委
員
会
は
、
そ
の
手
続
規
則
を
定
め
る
。

10

国
際
連
合
事
務
総
長
は
、
委
員
会
が
こ
の
条
約
に
定
め
る
任
務
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
職
員
及
び
便
益
を

11
提
供
す
る
も
の
と
し
、
委
員
会
の
最
初
の
会
合
を
招
集
す
る
。

こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
委
員
会
の
委
員
は
、
国
際
連
合
総
会
が
委
員
会
の
任
務
の
重
要
性
を
考
慮
し
て
決
定

12
す
る
条
件
に
従
い
、
同
総
会
の
承
認
を
得
て
、
国
際
連
合
の
財
源
か
ら
報
酬
を
受
け
る
。

委
員
会
の
委
員
は
、
国
際
連
合
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
の
関
連
規
定
に
規
定
す
る
国
際
連
合
の
た
め
の
職
務
を

13
遂
行
す
る
専
門
家
の
便
益
、
特
権
及
び
免
除
を
享
受
す
る
。

第
三
十
五
条

締
約
国
に
よ
る
報
告

１

各
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
と
っ
た
措
置
及
び
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
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進
歩
に
関
す
る
包
括
的
な
報
告
を
、
こ
の
条
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
後
二
年
以
内
に
国
際
連
合
事
務
総
長
を
通

じ
て
委
員
会
に
提
出
す
る
。

２

そ
の
後
、
締
約
国
は
、
少
な
く
と
も
四
年
ご
と
に
、
更
に
委
員
会
が
要
請
す
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
そ
の
後
の
報
告
を
提

出
す
る
。

３

委
員
会
は
、
報
告
の
内
容
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
指
針
を
決
定
す
る
。

４

委
員
会
に
対
し
て
包
括
的
な
最
初
の
報
告
を
提
出
し
た
締
約
国
は
、
そ
の
後
の
報
告
に
お
い
て
は
、
既
に
提
供
し
た
情
報

を
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
。
締
約
国
は
、
委
員
会
に
対
す
る
報
告
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
公
開
さ
れ
、
か
つ
、
透
明
性
の

あ
る
過
程
に
お
い
て
作
成
す
る
こ
と
を
検
討
し
、
及
び
第
四
条
３
の
規
定
に
十
分
な
考
慮
を
払
う
よ
う
要
請
さ
れ
る
。

５

報
告
に
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義
務
の
履
行
の
程
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
及
び
障
害
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条

報
告
の
検
討

１

委
員
会
は
、
各
報
告
を
検
討
す
る
。
委
員
会
は
、
当
該
報
告
に
つ
い
て
、
適
当
と
認
め
る
提
案
及
び
一
般
的
な
性
格
を
有

す
る
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
提
案
及
び
一
般
的
な
性
格
を
有
す
る
勧
告
を
関
係
締
約
国
に
送
付

す
る
。
当
該
関
係
締
約
国
は
、
委
員
会
に
対
し
、
自
国
が
選
択
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
回
答
す
る
こ
と
が
で
き
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る
。
委
員
会
は
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
関
連
す
る
追
加
の
情
報
を
当
該
関
係
締
約
国
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
よ
る
報
告
の
提
出
が
著
し
く
遅
延
し
て
い
る
場
合
に
は
、
委
員
会
は
、
委
員
会
に
と
っ
て
利
用
可

能
な
信
頼
し
得
る
情
報
を
基
礎
と
し
て
当
該
締
約
国
に
お
け
る
こ
の
条
約
の
実
施
状
況
を
審
査
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
当
該
締
約
国
に
通
報
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
審
査
は
、
関
連
す
る
報
告
が
そ
の
通
報
の
後
三
箇
月
以
内

に
提
出
さ
れ
な
い
場
合
に
の
み
行
わ
れ
る
。
委
員
会
は
、
当
該
締
約
国
が
そ
の
審
査
に
参
加
す
る
よ
う
要
請
す
る
。
当
該
締

約
国
が
関
連
す
る
報
告
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
回
答
す
る
場
合
に
は
、
１
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

国
際
連
合
事
務
総
長
は
、
１
の
報
告
を
す
べ
て
の
締
約
国
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

４

締
約
国
は
、
１
の
報
告
を
自
国
に
お
い
て
公
衆
が
広
く
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
こ
れ
ら
の
報
告
に
関
連
す

る
提
案
及
び
一
般
的
な
性
格
を
有
す
る
勧
告
の
利
用
を
容
易
に
す
る
。

５

委
員
会
は
、
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
締
約
国
か
ら
の
報
告
に
記
載
さ
れ
て
い
る
技
術
的
な
助
言
若
し
く
は
援
助
の
要

請
又
は
こ
れ
ら
の
必
要
性
の
記
載
に
対
処
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
要
請
又
は
必
要
性
の
記
載
に
関
す
る
委
員
会
の
見
解
及
び

勧
告
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
見
解
及
び
勧
告
と
と
も
に
、
国
際
連
合
の
専
門
機
関
、
基
金
及
び
計
画
そ
の
他
の
権
限
の
あ
る

機
関
に
当
該
報
告
を
送
付
す
る
。
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締
約
国
と
委
員
会
と
の
間
の
協
力

第
三
十
七
条

１

各
締
約
国
は
、
委
員
会
と
協
力
す
る
も
の
と
し
、
委
員
の
任
務
の
遂
行
を
支
援
す
る
。

２

委
員
会
は
、
締
約
国
と
の
関
係
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
の
当
該
締
約
国
の
能
力
を
向
上
さ
せ
る
方
法
及
び

手
段
（
国
際
協
力
を
通
じ
た
も
の
を
含
む
。
）
に
十
分
な
考
慮
を
払
う
。

委
員
会
と
他
の
機
関
と
の
関
係

第
三
十
八
条

こ
の
条
約
の
効
果
的
な
実
施
を
促
進
し
、
及
び
こ
の
条
約
が
対
象
と
す
る
分
野
に
お
け
る
国
際
協
力
を
奨
励
す
る
た
め
、

専
門
機
関
そ
の
他
の
国
際
連
合
の
機
関
は
、
そ
の
任
務
の
範
囲
内
に
あ
る
事
項
に
関
す
る
こ
の
条
約
の
規
定
の
実
施
に

(a)
つ
い
て
の
検
討
に
際
し
、
代
表
を
出
す
権
利
を
有
す
る
。
委
員
会
は
、
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
専
門
機
関
そ
の
他
の

権
限
の
あ
る
機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
任
務
の
範
囲
内
に
あ
る
事
項
に
関
す
る
こ
の
条
約
の
実
施
に
つ
い
て
専
門

家
の
助
言
を
提
供
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
委
員
会
は
、
専
門
機
関
そ
の
他
の
国
際
連
合
の
機
関
に
対
し
、

こ
れ
ら
の
機
関
の
任
務
の
範
囲
内
に
あ
る
事
項
に
関
す
る
こ
の
条
約
の
実
施
に
つ
い
て
報
告
を
提
出
す
る
よ
う
要
請
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

委
員
会
は
、
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
に
係
る
指
針
、
提
案
及
び
一
般
的
な
性
格
を
有
す

(b)
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る
勧
告
の
整
合
性
を
確
保
し
、
並
び
に
そ
の
任
務
の
遂
行
に
お
け
る
重
複
を
避
け
る
た
め
、
適
当
な
場
合
に
は
、
人
権
に

関
す
る
国
際
条
約
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
他
の
関
連
す
る
組
織
と
協
議
す
る
。

委
員
会
の
報
告

第
三
十
九
条

委
員
会
は
、
そ
の
活
動
に
つ
き
二
年
ご
と
に
国
際
連
合
総
会
及
び
経
済
社
会
理
事
会
に
報
告
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
締
約

国
か
ら
得
た
報
告
及
び
情
報
の
検
討
に
基
づ
く
提
案
及
び
一
般
的
な
性
格
を
有
す
る
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の

提
案
及
び
一
般
的
な
性
格
を
有
す
る
勧
告
は
、
締
約
国
か
ら
意
見
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
意
見
と
と
も
に
、
委
員
会
の
報
告
に

記
載
す
る
。

締
約
国
会
議

第
四
十
条

１

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
関
す
る
事
項
を
検
討
す
る
た
め
、
定
期
的
に
締
約
国
会
議
を
開
催
す
る
。

２

締
約
国
会
議
は
、
こ
の
条
約
が
効
力
を
生
じ
た
後
六
箇
月
以
内
に
国
際
連
合
事
務
総
長
が
招
集
す
る
。
そ
の
後
の
締
約
国

会
議
は
、
二
年
ご
と
に
又
は
締
約
国
会
議
の
決
定
に
基
づ
き
同
事
務
総
長
が
招
集
す
る
。

寄
託

第
四
十
一
条

こ
の
条
約
の
寄
託
者
は
、
国
際
連
合
事
務
総
長
と
す
る
。
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署
名

第
四
十
二
条

こ
の
条
約
は
、
二
千
七
年
三
月
三
十
日
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ
る
国
際
連
合
本
部
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
国
及
び
地
域

的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
る
署
名
の
た
め
に
開
放
し
て
お
く
。

拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意

第
四
十
三
条

こ
の
条
約
は
、
署
名
国
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
署
名
し
た
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
っ

て
正
式
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
条
約
は
、
こ
れ
に
署
名
し
て
い
な
い
国
及
び
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
に

よ
る
加
入
の
た
め
に
開
放
し
て
お
く
。

地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関

第
四
十
四
条

１

「
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
」
と
は
、
特
定
の
地
域
の
主
権
国
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
機
関
で
あ
っ
て
、
こ
の
条

約
が
規
律
す
る
事
項
に
関
し
て
そ
の
構
成
国
か
ら
権
限
の
委
譲
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関

は
、
こ
の
条
約
の
規
律
す
る
事
項
に
関
す
る
そ
の
権
限
の
範
囲
を
こ
の
条
約
の
正
式
確
認
書
又
は
加
入
書
に
お
い
て
宣
言
す

る
。
そ
の
後
、
当
該
機
関
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
の
実
質
的
な
変
更
を
寄
託
者
に
通
報
す
る
。

２

こ
の
条
約
に
お
い
て
「
締
約
国
」
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
の
権
限
の
範
囲
内
で
当
該
機
関
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に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

次
条
１
並
び
に
第
四
十
七
条
２
及
び
３
の
規
定
の
適
用
上
、
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
が
寄
託
す
る
文
書
は
、
こ
れ

を
数
に
加
え
て
は
な
ら
な
い
。

４

地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
の
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
そ
の
構
成
国

の
数
と
同
数
の
票
を
締
約
国
会
議
に
お
い
て
投
ず
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
機
関
は
、
そ
の
構
成
国
が
自

国
の
投
票
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
投
票
権
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
逆
の
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

効
力
発
生

第
四
十
五
条

１

こ
の
条
約
は
、
二
十
番
目
の
批
准
書
又
は
加
入
書
が
寄
託
さ
れ
た
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

こ
の
条
約
は
、
二
十
番
目
の
批
准
書
、
正
式
確
認
書
又
は
加
入
書
が
寄
託
さ
れ
た
後
に
こ
れ
を
批
准
し
、
若
し
く
は
正
式

２
確
認
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
す
る
国
又
は
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
に
つ
い
て
は
、
そ
の
批
准
書
、
正
式
確
認
書
又
は

加
入
書
の
寄
託
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

留
保

第
四
十
六
条

１

こ
の
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
両
立
し
な
い
留
保
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。
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２

留
保
は
、
い
つ
で
も
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
正

第
四
十
七
条

１

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
こ
の
条
約
の
改
正
を
提
案
し
、
及
び
改
正
案
を
国
際
連
合
事
務
総
長
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
同
事
務
総
長
は
、
締
約
国
に
対
し
、
改
正
案
を
送
付
す
る
も
の
と
し
、
締
約
国
に
よ
る
改
正
案
の
審
議
及
び
決
定
の
た

め
の
締
約
国
の
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
の
賛
否
を
通
報
す
る
よ
う
要
請
す
る
。
そ
の
送
付
の
日
か
ら
四
箇
月
以
内
に
締
約
国

の
三
分
の
一
以
上
が
会
議
の
開
催
に
賛
成
す
る
場
合
に
は
、
同
事
務
総
長
は
、
国
際
連
合
の
主
催
の
下
に
会
議
を
招
集
す

る
。
会
議
に
お
い
て
出
席
し
、
か
つ
、
投
票
す
る
締
約
国
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
改
正
案
は
、
同

事
務
総
長
に
よ
り
、
承
認
の
た
め
に
国
際
連
合
総
会
に
送
付
さ
れ
、
そ
の
後
受
諾
の
た
め
に
す
べ
て
の
締
約
国
に
送
付
さ
れ

る
。

２

１
の
規
定
に
よ
り
採
択
さ
れ
、
か
つ
、
承
認
さ
れ
た
改
正
は
、
当
該
改
正
の
採
択
の
日
に
お
け
る
締
約
国
の
三
分
の
二
以

上
が
受
諾
書
を
寄
託
し
た
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
そ
の
後
は
、
当
該
改
正
は
、
い
ず
れ
の
締
約
国
に
つ
い
て

も
、
そ
の
受
諾
書
の
寄
託
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
改
正
は
、
そ
れ
を
受
諾
し
た
締
約
国
の
み
を
拘
束
す

る
。
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３

締
約
国
会
議
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
っ
て
決
定
す
る
場
合
に
は
、
１
の
規
定
に
よ
り
採
択
さ
れ
、
か
つ
、
承
認
さ
れ

た
改
正
で
あ
っ
て
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
に
の
み
関
連
す
る
も
の
は
、
当
該
改
正
の
採
択
の

日
に
お
け
る
締
約
国
の
三
分
の
二
以
上
が
受
諾
書
を
寄
託
し
た
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

廃
棄

第
四
十
八
条

締
約
国
は
、
国
際
連
合
事
務
総
長
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通
告
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
条
約
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
廃
棄
は
、
同
事
務
総
長
が
そ
の
通
告
を
受
領
し
た
日
の
後
一
年
で
効
力
を
生
ず
る
。

利
用
可
能
な
様
式

第
四
十
九
条

こ
の
条
約
は
、
利
用
可
能
な
様
式
で
提
供
さ
れ
る
。

正
文

第
五
十
条

こ
の
条
約
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
中
国
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ
ア
語
及
び
ス
ペ
イ
ン
語
を
ひ
と
し
く
正
文
と
す
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
の
全
権
委
員
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
条
約
に
署
名
し
た
。



厚生労働省職業安定局 

障 害 者 雇 用 対 策 課 

最近の障害者雇用の現状と課題 

平成２３年１１月 

参考３ 



  障害者数について 

 

  総数 

 

  在宅者 

施設入所者 
 

身体・知的障害 

者更生施設等入 

所者や入院患者 

18歳以上 

65歳未満 

身体障害児・者 ３６６．３ ３５７．６ １２３．６  ８．７ 

知的障害児・者 ５４．７ ４１．９ ２７．４  １２．８ 

精神障害者 ３２３．３ ２９０．０  １８０．９ ３３．３ 

総    計 ７４４．３ ６８９．５  ３３１．９  ５４．８ 

身体障害児・者のうち、在宅者は、厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成１7年）、施設入所者は厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成１8年）等、 
知的障害児・者のうち、在宅者は、厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」（平成１７年）、施設入所者は厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成１７年）等、 
精神障害者数は、厚生労働省「患者調査」（平成２０年） 

（単位：万人） 

○ 身体・知的・精神障害者の総数は約744万人。うち18歳以上65歳未満の在宅者は約332万人。 



障害者雇用促進法の概要 

【目的】 障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害 

     者の職業の安定を図ること。  

助 

成 

金 

納 

付 

金 

・ 

調 

整 

金 

納 

付 

金 

制 

度 

事業主に対し、障害者雇用率に相当する人数の身体障害者・知的障害者の雇用を義務づける 
  民間企業 ………………………………………………1．8％ 

  国、地方公共団体、特殊法人等 ……………………2．1％ 

  都道府県等の教育委員会 ……………………………2．0％ 
 

 ※１ 大企業等において、障害者を多数雇用する等一定の要件を満たす会社（特例子会社）を設立した場合等、雇用率算定の特例も認めている。 
 ※２ 精神障害者（手帳所持者）については、雇用義務の対象ではないが、各企業の雇用率（実雇用率）に算定することができる。 

雇 

用 

義 

務 

制 

度 

事業主に対する措置 

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る 
 ○ 障害者雇用納付金（雇用率未達成事業主）    不足１人 月額５万円徴収  （適用対象：常用労働者200人超） 
 ○ 障害者雇用調整金（雇用率達成事業主）      超過１人 月額２万７千円支給（適用対象：常用労働者200人超）  
  ※１ 平成27年４月より100人を超える事業主に拡大。 
  ※２ この他、200人以下（平成27年４月より100人以下）の事業主については報奨金制度あり。 
   （障害者を４％又は６人のいずれか多い人数を超えて雇用する場合、超過１人月額２万１千円支給）   
  
 ・ 上記のほか、在宅就業障害者に仕事を発注する事業主に対する特例調整金・特例報奨金の制度がある。（在宅就業障害者支援制度） 

障害者を雇い入れるための施設の設置、介助者の配置等に助成金を支給 
 
  ・障害者作業施設設置等助成金 

  ・障害者介助等助成金             等  

職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ 

ー
シ
ョ
ン
の
実
施 

障害者本人に対する措置 
 

地域の就労支援関係機関において障害者の職業生活における自立を支援＜福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進＞ 
 ○ ハローワーク（全国545か所） 
   障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓等 

 ○ 地域障害者職業センター（全国47か所） 
   専門的な職業リハビリテーションサービスの実施（職業評価、準備訓練、ジョブコーチ等） 

 ○ 障害者就業・生活支援センター（全国3１１か所） 
   就業・生活両面にわたる相談・支援 

各
種 



障害者のうち、左記
に該当しない者 
  
 ・発達障害者 
 ・難治性疾患患者 
 等 

身体障害、知的障害又は精神障害（以下「障害」と総称する。）があるため、長期にわたり、職業生活
に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者           （法第2条第１号） 

障害者のうち、身体障害
がある者であって別表
（※１）に掲げる障害があ
るもの  
               （法第2条第2号） 

障害者のうち、知的障害
がある者であって省令
（※２）で定めるもの 
       （法第2条第4号） 
  

※知的障害者更生相談所等に
より知的障害があると判定され
た者 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

その他 

精神障害者保健 
福祉手帳所持者 

障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象 

（雇用義務等に係る規定の精神障害者である労働者についての適
用に関する特例）  

事業主が精神障害者である労働者を雇用しているときにおける同
項（第43条第1項）の規定の適用については、・・・当該事業主が・・・

当該精神障害者である労働者の数に相当する数の身体障害者又
は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。 
                               （法第71条第１項） 
※当該規定における「精神障害者」は、法第69条の規定により「精神障害者保健福祉
手帳所持者」に限定している。 

事業主は、･･･その雇用する身体障害者又は知
的障害者である労働者の数が、その雇用する
労働者の数に障害者雇用率（※４）を乗じて得
た数以上であるようにしなければならない。  
                  （法第43条第1項） 

雇用義務の対象 実雇用率算定の対象 

障害者 

障害者のうち、精神障害がある者であって
省令（※３）で定めるもの （法第2条第6号） 
※次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可能
な状態にあるもの 

※①～③の手帳所持者
を除く。 

  ①統合失調症 
  ②そううつ病(そう    
   病･うつ病を含む) 
  ③てんかん 



  障害者雇用率制度の概要 

 

  身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る 

 機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合（障害者雇用率）を設定し、事業主等に 

 障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものである。 

 

 
  ○ 一般民間企業における雇用率設定基準 
   
 

                       身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数 

                           ＋  失業している身体障害者及び知的障害者の数 

      障害者雇用率  ＝          

                             常用労働者数  +  失業者数 
 

      ※ 短時間労働者は、１人を０．５人としてカウント。 

        ※ 重度身体障害者、重度知的障害者は１人を２人としてカウント。短時間重度身体障害者、重度知的障害者は１人としてカウント。      

        ※ 精神障害者については、雇用義務の対象ではないが、各企業の実雇用率の算定時には障害者数 に算入することができる。      

 

（参考） 現行の障害者雇用率 
    

 ＜国及び地方公共団体＞ 

    国、地方公共団体      ＝ ２．１％     

    都道府県等の教育委員会 ＝ ２．０％ 

＜民間企業＞ 

  一般の民間企業  ＝  １．８％ 

  特殊法人等     ＝  ２．１％  

○ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率 
 
   一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。 



○ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）  
（一般事業主の雇用義務等）  
 
第四十三条 事業主（常時雇用する労働者（以下単に「労働者」という。）を雇用す 
 る事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。）は、厚生労働省令で定  
 める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者であ 
 る労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数（その数 
 に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項にお 
 いて「法定雇用障害者数」という。）以上であるようにしなければならない。  
 
２ 前項の障害者雇用率は、労働者（労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、 
 安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項におい 
 て同じ。）の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者（労働の意思及 
 び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身 
 体障害者及び知的障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。）の総数の割合 
 を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案し 
 て政令で定める。 
 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令（昭和３５年政令第２９２号） 
 
（障害者雇用率）  
 
第九条 法第四十三条第二項 に規定する障害者雇用率は、百分の一・八とする。 

参 照 条 文 
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＜障害者の数（千人）＞

障害者雇用の状況① 

○ 民間企業の雇用状況 実雇用率 1.65％ 法定雇用率達成企業割合 45.3％  

○ 法定雇用率には届かないものの、雇用者数は８年連続で過去最高。障害者雇用は着実に進展。 

 （平成23年6月1日現在） 

（注） 

（注）平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、本年と前年までの数値を単純に 

   比較することは適当でない状況である。 



（注１）雇用義務のある56人以上規模の企業の集計 ※昭和52年～昭和62年までは67人以上、昭和63年～平成10年までは63人以上 
  ・身体障害者、知的障害者、重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者は１人カウント 
  ・重度身体障害者、 重度知的障害者は2人カウント 
  ・重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者は１人カウント 
  ・重度以外の身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者は0.5カウント  
（注２）障害者とは、次に掲げる者の合計である。 
        ～昭和62年 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 
  昭和63年～平成４年  身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者 
  平成５年～平成17年  身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 
                重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者 
  平成18年～       身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、 
                重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者（精神障害者である短時間労働者は0.5カウント） 
  平成23年～      身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、 
                身体障害者、知的障害者又は精神障害者である短時間労働者（重度以外の身体障害者若しくは知的障害者又は精神障害者である 
                短時間労働者は0.5カウント）     
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（Ｓ63.4.1） 

（Ｓ10.7.1） 

  障害者雇用の状況② 

（注）平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、23年と22年までの数値を単純に比較することは適当でない状況である。 



  企業規模別の障害者雇用状況 

  ○ 1000人以上規模の実雇用率には1.84％と、法定雇用率を達成。 
  ○ ただし、中小企業の取組みが遅れている。 
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※平成23年6月1日現在 

全体：45.3％ 

56～99人：43.1％ 

100～299人：47.0％ 

300～499人：45.0％ 

500～999人：44.3％ 

1,000人以上：49.8％ 

(56～99人) 
(1,000人以上) 

(全体) 

(500～999人) 

(300～499人) 

(100～299人) 

1.84 

1.65 

1.65 

 

1.57 

1.40 

1.36 (500～999人) 

(1,000人以上) 

(300～499人) 

（全体） 

(100～299人) 

(56～99人) 

49.8 

47.0 

45.3 
45.0 
44.3 

43.1 

（注）平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、23年と22年までの数値を単純に 

   比較することは適当でない状況である。 



  「特例子会社」制度 

 障害者雇用率制度においては、障害者の雇用機会の確保（法定雇用率＝1.8％）は個〄の事業

主（企業）ごとに義務づけられている。 

 一方、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子

会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を

親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしている。 

 また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用

率算定を可能としている。 

〔特例子会社制度〕 〔グループ適用〕 

親会社 親会社 

関係会社 関係会社 

特例子会社 

特例子会社 

→特例子会社を親会社に合算して実
雇用率を算定 

→関係会社を含め、グループ全体を親会社に合算して実雇用
率を算定 

・意思決定機関の支配 

・役員派遣等 ・意思決定機関の支配 

・役員派遣等 

・意思決定機関の支配 

・営業上の関係、 

 出資関係又は 

 役員派遣等 

 

平成２３年３月末現在 ３０５社 平成２３年３月末現在 １４４グループ 

１．概要 



２．特例子会社によるメリット 

(1) 事業主にとってのメリット 
 

○ 障害の特性に配慮した仕事の確保・職場環境の整備が容易となり、これにより障 
  害者の能力を十分に引き出すことができる。 
○ 職場定着率が高まり、生産性の向上が期待できる。 
○ 障害者の受け入れに当たっての設備投資を集中化できる。 
○ 親会社と異なる労働条件の設定が可能となり、弾力的な雇用管理が可能となる。 
 
(2) 障害者にとってのメリット 
 

○ 特例子会社の設立により、雇用機会の拡大が図られる。 
○ 障害者に配慮された職場環境の中で、個〄人の能力を発揮する機会が確保される。 

３．雇用状況 

14.6.1 15.6.1 16.6.1 17.6.1 18.6.1 19.6.1 20.6.1 21.6.1 22.6.1 23.6.1 

特例子会社数
(社） 

119 129 153 174 195 219 242 265 283 319 

 障害者数
（人） 

5,376  5,760  6,861  7,838  9,109.0  10,509.5  11,960.5  13,306.0  14,562.5 16429.5 

  うち身体 4,268  4,425  5,078  5,629  6,127  6,639 7,107 7,470 7,752 8168.5 

  うち知的 1,108  1,335  1,783  2,209  2,932  3,721 4,612 5,478 6,356 7594.5 

  うち精神 - - - - 50.0  149.5  241.5  358.0  454.5 666.5 

障害者数（人） 
【実人員】 

(3,205) (3,491) (4,186) (4,853) (5,695) (6,650) (7,679) (8,635) （9,516） (10,883） 



  

法定雇用率 実雇用率 雇用率達成割合 

国 

２.１ ２.２４  １００（39／39機関） 
 

厚生労働省 〃 ２．４９ － 

               知事部局 

        その他の機関 
２.１ 

２.４３ 

２.２３ 

 １００  （47／47） 
 ８６.４ （95／110） 

 市町村 ２.１ ２.２３  ８３.７（1,970／2,353） 

                    都道府県 

          市町村 
２.０ 

１.７５ 

１.８６ 

 ２９.８  （14／47） 
 ８７.０  （80／92） 

○ 民間企業に率先垂範する立場にも関わらず、都道府県教育委員会に未達成機関が多数。 

都道府県 

教育委員会 

公的機関の障害者雇用状況 

（％） 



障害者雇用納付金制度について 

未達成企業 達成企業 

未達成企業 達成企業 

「調整金」の支給 

「報奨金」の支給 
 （中小企業200人以下） 

「納付金」の徴収 
【超過1人当たり 月額2万7千円】 

【超過1人当たり 月額2万1千円】 

【不足1人当たり 月額5万円】 

法定雇用率（※） 
相当数 

雇用障害者数 

※ 障害者雇用促進法に基づき、尐なくとも5年ごとに労働者及び失業者並びに障害者数の総数の割合の 

  推移を勘案して政令で設定。 

 雇用率未達成企業（常用労働者200人超）から納付金を徴収し、雇用率達成企業 

などに対して調整金、報奨金を支給するとともに、各種の助成金を支給。 

「助成金」の支給 
 （設備等に対し） 

納
付
金
を 

徴
収 

調
整
金
を
支
給 

その他 



障害者雇用納付金制度に基づく助成金 

○ 障害者作業施設設置等助成金 

   障害者が作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設等(知的障害者等の作業能力に合わせた改造や 

 安全装置の取り付けがなされた設備等）の設置・整備・賃借を行う事業主に支給（障害者1人につき上限450万円 

 （作業施設の設置）等） 
 
○ 障害者福祉施設設置等助成金   

   障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設等の 

  福利厚生施設の整備を行う事業主に支給（障害者1人につき上限225万円） 

  
障害者が作業を容易に行えるような施設の設置・整備を行った場合の助成措置  

  障害者を介助する者等を配置した場合の助成措置  

○ 障害者介助等助成金 

   適切な雇用管理のために必要な介助者等の配置・委嘱 

 を行う事業主に支給（職業コンサルタントの配置1人につ 

 き月15万円等）   

  職場適応援助者による援助を行った場合の助成措置 

○ 職場適応援助者助成金 

   職場適応援助者による援助の事業を行う場合（福祉施設型）や、事業主が障害者である労働者の雇用に伴い  

  必要となる援助を行う職場適応援助者の配置を行う場合（事業所型）に支給（日額14,200円等（福祉施設型）等） 

  通勤の配慮を行った場合の助成措置 

  

○ 重度障害者等通勤対策助成金 

   障害者の通勤を容易にするための措置を行 

 う事業主等に支給（通勤援助者の委嘱1人に
つき１回2，000円等） 

能力開発を行った場合の助成措置 

○ 障害者能力開発助成金 

   障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主等が、能力開発訓  

 練のための施設・設備の整備を行う場合等に支給（上限2億円（施設設置）等）  



  職業リハビリテーションの実施体制の概要 

 障害者一人ひとりの特性に配慮した職業指導、職業紹介等の職業リハビリテーションを、医療・保健
福祉・教育等の関係機関の連携のもとに実施。  

１ 公共職業安定所（ハローワーク） 〔５４５カ所〕 
  就職を希望する障害者の求職登録を行い（就職後のアフターケアまで一貫して利用）、専門職員や  

 職業相談員がケースワーク方式により障害の種類･程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職 

 場定着指導等を実施 

 

 

２ 障害者職業センター  

 ○  障害者職業総合センター〔１カ所〕 
    高度の職業リハビリテーション技術の研究・開発、専門職員の要請等の実施 
 ○  広域障害者職業センター〔２カ所〕 
    障害者職業能力開発校や医療施設等と密接に連携した系統的な職業リハビリテーションの実施 

 ○  地域障害者職業センター〔各都道府県〕 
    障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助等の専門的な職業リハビ 
   リテーション、事業主に対する雇用管理に関する助言等を実施 
 
 
３ 障害者就業・生活支援センター (都道府県知事が指定した社会福祉法人、NPO法人等が運営） 

〔３１１センター〕  

  障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面 

 及び生活面における一体的な相談支援を実施 



  ハローワークにおける障害者の雇用促進のための取組 

１ 雇用率達成指導の強化 
 ○ 雇入れ計画期間及び公表猶予基準の見直し 
   ・雇入れ計画期間の短縮（３年→２年） 
   ・公表猶予基準の見直し 
   ※ 平成２４年１月１日以降適用 
  

２ 障害者に対する職業紹介等の充実 
  ・ 相談・支援体制の充実・強化（「就職支援ナビゲーター（障害者支援分）」の配置等） 
  ・ 各種の雇用支援策の活用（トライアル雇用、ジョブコーチ支援等） 
  ・ 関係機関との連携の強化（地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等）  
  ・ 定着指導 等 
  

３ 事業主に対する障害者雇用促進のための取組 
  ・ 雇用率達成指導と結びついた職業紹介の実施 
  ・ 障害者向けの求人開拓の実施（一般求人から障害者求人への転換を含む。） 
  ・ 各種助成金制度の活用 
  ・ 定着指導  等   
          



ハローワークにおける障害者の職業紹介状況 

 ○ 平成22年度は、就職件数・新規求職者数ともに前年度から増加。   
 ○ 特に、就職件数は初めて５万件を超え、過去最高を更新。 
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ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況① 

知的障害者 身体障害者 
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ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況② 

精神障害者 その他障害 
（発達障害、難病など） 

3,592 
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企業 

○障害者団体、障害者支援団体 

○地域障害者職業センタヸ 

○障害者就業･生活支援センタヸ 

○職業能力開発校 

○障害者地域生活支援センタヸ 

○福祉事務所  等 

  ヷ専門援助部門が担当 

 ヷ就労支援コヸディネヸタヸを 
   配置し、関係機関と調整 

主査：ハロヸワヸク職員 

 市町村・専門機関の職員 

就職を希望している 

福祉施設利用者等 

障
害
者
就
労
支
援
チ
ー
ム 

就
労
支
援
計
画
の
作
成 

チ
ー
ム
構
成
員
が
連
携

し
て
支
援
を
実
施 

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ 

就職に向けた取り組み 就 職 
職場定着 

職業生活
の安定 

就労支援・生活支援 職場定着支援・就業生活支援 

障害者就労に向けたハローワークを中心とした「チーム支援」  

○ 福祉施設等の利用者をはじめ、就職を希望する障害者一人ひとりに対して、 

 ハローワーク職員（主担当）と福祉施設等の職員、市町村の職員等がチームを 

 結成し、就職から職場定着まで一貫した支援を実施（平成18年度から実施） 

    

○授産･更正施設、小規模作業所 

○医療ヷ保健ヷ福祉機関 

○特別支援学校 

○精神障害者社会適応訓練事業  

 の協力事業所 等 

 副主査：福祉施設等職員 

 

  【22年度実績】 

    支援対象者数 16,682人 

      就職者数   8,554人 

      就職率    51.3％ 



  
「トライアル雇用」による障害者雇用のきっかけづくり 

～障害者試行雇用事業～ 

 

○ 期 間 

   ３か月間を限度（ハローワークの職 

   業紹介により、事業主と対象障害 

   者との間で有期雇用契約を締結） 

 

○ 奨励金 

   事業主に対し、トライアル雇用者 

   １人につき、月４万円を支給 

 

○ 対象者 （23年度） 

     9,000人 

 

○ 実 績 （22年度） 

      開始者数  10,650人 

      常用雇用移行率 86.4％ 

不安の解消・
軽減 

 障害者雇用の取組が遅れている事業所では、障害者雇用の経験が乏しいために、障害者に合った職域開発、雇用管理等のノ
ウハウがなく、障害者雇用に取り組む意欲があっても雇い入れることに躊躇する面もあります。 

 また、障害者の側でも、これまでの雇用就労経験が乏しいために、「どのような職種が向いているかが分からない」、「仕事に耐
えられるだろうか」といった不安があります。 

 このため、障害者を短期の試行雇用（トライアル雇用）の形で受け入れることにより、事業主の障害者雇用のきっかけをつくり、
一般雇用への移行を促進することを目指します。  

トライアル雇用 

（３か月間の有期雇用） 

不安 

不安 

障害者 

事業主 

常
用
雇
用 

障害に応じた職場
の配慮事項が分か
らない 

どのような仕事
を担当させれば
よいか分からな
い 

身体障害者は雇用しているが、知的
障害者を雇用するのは初めて 

障害者への接し
方、雇用管理が分
からない 

どのような仕事
が適職か分か
らない 就職は初めてなので、

職場での仕事に耐え
られるのか不安 

訓練を受けたこ
とが実際に役立
つか不安 



  

  地域障害者職業センターは、公共職業安定所等の地域の就労支援機関との密接な連携のもと、障害者に対する 

 専門的な職業リハビリテーションを提供する施設として、全国４７都道府県（ほか支所５か所）に設置。 

○ 職業評価 
  就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基に就職して職場に適応するために必要な支援内容・方法 

 等を含む、個人の状況に応じた職業リハビリテーション計画を策定。 
 

○ 職業準備支援 
  ハローワークにおける職業紹介、ジョブコーチ支援等の就職に向かう次の段階に着実に移行させるため、センター内での作 

 業体験、職業準備講習、社会生活技能訓練を通じて、基本的な労働習慣の体得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能 

 力・対人対応力の向上を支援。 
 

○ 職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業 
  障害者の円滑な就職及び職場適応を図るため、事業所にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対して、雇用の前後 

 を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施。  
 

○ 精神障害者総合雇用支援 
  精神障害者及び事業主に対して、主治医等の医療関係者との連携の下、精神障害者の新規雇入れ、職場復帰、雇用継続 

 のための様〄な支援ニーズに対して、専門的・総合的な支援を実施。 
 

○ 事業主に対する相談・援助 
  障害者の雇用に関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析し、事業主支援計画を作成し、雇用管理に関する専門 

 的な助言、援助を実施。 
 

○ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の実施 
  障害者就業・生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言・援 

 助を行うほか、関係機関の職員等の知識・技術等の向上に資するため、マニュアルの作成及び実務研修等を実施。 

地域障害者職業センターの概要 

障害者一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種の職業リ

ハビリテーションを実施するとともに、事業主に対して、雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を実施。 



  職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援 

◎支援内容 

事 業 主 
(管理監督者ヷ人事担当者) 

ジョブコヸチ 

障 害 者 

同僚 

同僚 

上司 家族 

ヷ 障害の理解に係る社内啓発 

ヷ 障害者との関わり方に関する助言 

ヷ 指導方法に関する助言 
ヷ安定した職業生活を送るための家族の 
 関わり方に関する助言 

ヷ障害特性に配慮した雇用管理に関する助言 
ヷ配置、職務内容の設定に関する助言 

ヷ業務遂行力の向上支援 
ヷ職場内コミュニケヸション能力の向上支援 
ヷ健康管理、生活リズムの構築支援 

◎標準的な支援の流れ 

 

不適応課題を分析し、 

集中的に改善を図る 

  

 週３～４日訪問 

 

支援ﾉｳﾊｳの伝授やｷｰﾊﾟｰｿﾝ

の育成により、支援の主体

を徐々に職場に移行 

    週１～２日訪問 

 

数週間～数ヶ月 

に一度訪問 

移行支援 集中支援 
フォロヸ
アップ 

支援期間１～７ヵ月（標準２～４ヵ月）（地域センタヸの場合）  

◎ジョブコーチ配置数（２３年３月末現在） 

計１，１４２人 地域センターのジョブコーチ    ３０６人
第１号ジョブコーチ（福祉施設型） ７４４人
第２号ジョブコーチ（事業所型）   ９２人 

支援対象者数  ３，３０２人 

職場定着率（支援終了後６ヶ月）  ８７．６％ 
   （支援終了後６ヵ月：21年10月～22年９月までの支援修了者の実績） 

◎支援実績（２２年度、地域センター） 

 障害者の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣し、 

 ・ 障害者に対する業務遂行力やコミュニケーション能力の向上支援 

 ・ 事業主や同僚などに対する職務や職場環境の改善の助言を実施 



  障害者就業・生活支援センター 

業務の内容  就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要
とする障害のある方に対し、センタヸ窓口での
相談や職場ヷ家庭訪問等を実施します。 

＜就業面での支援＞ 

○ 就業に関する相談支援 

 ヷ 就職に向けた準備支援（職業準備訓練、 

  職場実習のあっせん） 

 ヷ 就職活動の支援 

 ヷ 職場定着に向けた支援 

○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏まえ  

 た雇用管理についての事業所に対する助言 

○ 関係機関との連絡調整 

＜生活面での支援＞ 

○ 日常生活ヷ地域生活に関する助言 

 ヷ 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理 

  等の日常生活の自己管理に関する助言 

 ヷ 住居、年金、余暇活動など地域生活、 

  生活設計に関する助言 

○ 関係機関との連絡調整 

設置箇所数 

 
２３年１１月現在 ３１１センタヸ 

雇用と福祉のネットワヸク 

障害のある方 

相談 

地域障害者 

職業センタヸ 

専門的支援 
の依頼 

生活支援 
（生活支援担当者1名） 

就業支援 
（就業支援担当者2～４名） 

ハロヸワヸク 

事業主 

職場適応支援 

求職活動支援 

特別支援学校 
連携 

保健所 
保健サヸビスの 

利用調整 

福祉事務所 
福祉サヸビスの 

利用調整 

医療機関 

医療面の相談 

○ 関係機関と 

の連絡調整 

○ 日常生活ヷ 

地域生活に関 

する助言 

○ 就業に関す 

る相談支援 

○ 障害特性を踏 

まえた雇用管理 

に関する助言 

○ 関係機関と 

の連絡調整 

一 

体 

的 

な 

支 

援 

自立ヷ安定した職業生活の実現 

技術的支援 

就労移行支援
事業者等 

 

基礎訓練の 

あっせん 

対象者の送
り出し 

  【22年度実績】  対象者数  78,063人  

             就職件数  10,266件    就職率 56.5％ 

 障害者の身近な地域においては、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う 

  「障害者就業・生活支援センター」の設置を拡充 

 平成14年度 21センタヸ（14年5月事業開始時）→ 23年度 322センタヸ（予定） 



 

 

 

 

 

 
障害者雇用のための助成措置 

障害者試行雇用 

（トライアル雇用）事業 

・ 障害者雇用への不安を解消するため、ハローワークの紹介により障害者に対し３か月の試行雇用を行う事業主に対
し助成。障害者1人につき、月4万円の奨励金を支給。 
 平成22年度 開始者数10,650人／常用雇用移行率86.4％   

精神障害者等 

ステップアップ雇用 

・ 精神障害者等を短時間就労から始め、仕事や職場への適応状況をみながら、就業時間を伸ばしていく「ステップアッ
プ雇用」を実施した事業主に対し助成。精神 障害者等1人につき月2万5千円の奨励金を支給。 
 
 平成22年度 開始者数341人／常用雇用移行率 45.2％   

特定求職者雇用開発助成金 
・ ハローワーク等の紹介により障害者を雇用する事業主に対し助成。 

 平成22年度 支給件数110,154件（全体）（障害者分31,954件） 
 

 

難治性疾患患者雇用開発 

助成金 
・ 難病のある人をハローワークの紹介により雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対し助成。   
  平成22年度 支給件数133件／雇入れ件数136人  

重度障害者等多数雇用施設
設置等助成金 

・ 重度障害者を多数雇い入れ、地域の障害者雇用の促進に資する取組に関する計画を提出し、当該計画が他の計画
に比して著しく優れていると認められる事業主に対し、当該障害者のための施設設置等に要した費用の一部を助成。
【23年度新規事業】 

障害者初回雇用奨励金 

（ファースト・ステップ奨励金） 
・ 障害者雇用の経験がない中小企業で、初めて障害者を雇用した場合、100万円を支給。 

 平成22年度 支給件数240件   

精神障害者雇用安定奨励金 
・ カウンセリング等を行う専門家を雇うなど、新規雇用した精神障害者や在職中の精神障害者が働きやすい職場づくり
を行った事業主に対し、その費用の一部を助成。 
 平成22年度  支給件数1件／利用届提出件数14件   

 

 

特例子会社等 

設立促進助成金 
・ 特例子会社または重度多数雇用事業所を設立し、障害者を10人以上雇用した場合に助成。 

 平成22年度 支給件数16件／新規雇用障害者数252人  

職場支援従事者配置助成金 
・ ハローワーク等の紹介により重度知的障害者又は精神障害者を雇い入れ、職場支援従事者の配置を行う事業主に
対し助成。【23年度新規】 

発達障害者雇用開発助成金 
・ 発達障害者をハローワークの紹介により雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対し助成。 
  平成22年度 支給件数26件／雇入れ件数36人   

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

問い合わせ先： ①、② ハローワーク ／③～⑩ ハローワーク、労働局 
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